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1.1. 目的 
地球温暖化等を原因とする気候変動問題の解決が喫緊の課題となっている。我が国で

は、令和 2 年１０月に「２０５０年カーボンニュートラル」を宣言しており、気候変動対
策として、カーボンニュートラルの実現に向けた取組が必要となっている。 

令和 3 年１２月に産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会で取りまとめられた
「産業保安分野における当面の制度化に向けた取組と今後の重要課題」において、「今
後、水素社会の実現を見据え、水素のサプライチェーン（製造、輸送・貯蔵、利用）の各
段階において、保安規制の面から、安全を前提としつつ、利用環境の整備を着実に実施し
ていくことが重要である。」とされた。 
 こうした状況の中、水素の導管供給についても順次取組が進められており、令和 6 年３
月には東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の晴海選手村地区跡地におい
て、実用段階では国内初となる導管による街区への水素供給事業（以下、「晴海水素事
業」という。）が開始された。また、晴海水素事業以外にも、各地で発電所や工場などへ
の水素導管供給が計画されており、実証実験をはじめとして、将来に向けた水素社会実現
に向けた動きが活発になってくることが予想される。 
 一方、経済産業省では、将来における水素の導管供給を見据え、平成 17 年以降に実施
してきた水素導管供給における技術調査に関する委託事業（以下、｢過去に実施した中低
圧水素導管調査｣という。事業名は下記参照。）において、既存のガス事業で用いられてい
る中低圧導管における個々の要素（導管材料、漏えい検知、施工法等）について、水素導
管に対しても適用が可能であるかの評価が行われた。その結果、経済産業省令で定める技
術上の基準（以下、「技術基準」という。）について、中低圧水素導管への適用は基本的に
は可能であるとの結論が得られた。 
 平成 29 年 3 月に東京都が公表した晴海選手村地区（以下、「晴海地区」という。） にお
ける水素事業については、過去に実施した中低圧水素導管調査の成果も踏まえつつ、有識
者で構成する水素導管供給に関する安全評価等委員会において保安の観点から評価を行っ
た上で事業を開始しているが、今後の運用実績等を踏まえ、必要に応じて技術基準の追
加・見直しの要否について不断に検討していくことが重要である。また、高圧水素の導管
供給については、ガス事業で用いられている要素技術の水素導管への適用性がいまだ十分
には検証されていない。 
 こうした状況を踏まえ、今後新たな事業者が水素供給事業を実施する場合に備え、水素
導管供給の適切な保安規制の在り方を検討するため、現行のガス事業法における技術上の
要求事項との関連を整理すること等を目的とする。 
  
＜過去に実施した中低圧水素導管調査＞ 
 ・水素供給システム安全性技術調査（平成 17 年度～平成 19 年度実施） 
 ・水素漏えい検知技術調査（平成 18 年度～平成 20 年度実施） 
 ・水素ネットワーク構築導管保安技術調査事業（平成 23 年度～平成 27 年度実施） 

・水素導管供給システムの安全性評価事業（平成 28 年度～令和元年度実施） 
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評価の対象及び調査の項目 
 事業内容は次のとおり。 
（１）高圧水素導管の適合性評価に向けた課題等の抽出 
 高圧水素導管においても技術基準の適合性を評価するための技術調査を令和７年度から
開始できるよう、過去に実施した中低圧水素導管調査の内容を参考に、高圧水素導管におけ
る課題や評価項目の抽出を行った。また、令和 12 年を見据え、令和７年度～令和 10 年度
に取り組むべき高圧水素導管の適合性評価の想定スケジュールを整理した。 
（２）中低圧水素導管の適合性評価 

民間企業・関係団体等が実施する技術開発等の最新状況について、これら民間企業・関
係団体等から４件のヒアリング調査を行い、新たな知見が得られた場合には、技術基準に
ついて取り込むべき内容があるか精査した。 
（３）晴海水素事業の評価・検証 
今後新たに水素供給事業を実施する予定の民間企業等が、水素導管材料の選定や保安措置

を検討する際の参考となるよう、晴海水素事業におけるガス工作物の仕様や保安体制等に
ついて、事例として取りまとめた。その際、平成 29 年度～平成 30 年度年度に実施された、
「水素導管供給に関する安全性評価等委員会」の報告書（以下「報告書」という。）を参考
にしつつ、技術基準について取り込むべき内容があるか精査した。また、晴海水素事業の運
用状況について報告書の内容を踏まえ、事業を実施しているガス小売事業者へのヒアリン
グを通じて確認し、水素を扱うことにより現行の技術基準や保安体制に関して見直し・改善
すべき項目がないか検証を行った。水素特有の性質を踏まえ、技術基準について取り込むべ
き内容があるか精査した。 
（４）現行の検査要領や熱量等の測定・検査方法の水素関連設備への適合性検証 
現行の使用前検査要領、定期自主検査要領、熱量や燃焼性の測定方法、成分検査方法は、

都市ガスを念頭としたものであり、水素関連設備への適切な対応可否について精査が必要
である。このため、関係業界団体やメーカー等に 5 件のヒアリングを実施し、各種要領や測
定・検査方法について追加すべき事項がないか検証を行った。追加すべき事項がある場合に
は、現行の要領や規定に反映させる必要があるため、問題点の整理を行った。 
  
1.2. 評価体制 

高圧水素導管の適合性評価、中低圧水素導管の適合性評価、晴海水素事業の評価・検証、
現行の検査要領や熱量等の測定・検査方法の水素関連設備への適合性検証の 4 点の評価を
行うため、専門知識を有する有識者で構成する水素利用に関する規制の課題調査委員会を
設置し、評価を実施することとした。 
 水素利用に関する規制の課題調査委員会のメンバー構成は、次のとおり選任した。 
 なお、本委員会は非公開の形式で実施した。 
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水素利用に関する規制の課題調査委員会 
委員長 吉川 暢宏 国立大学法人東京大学 生産技術研究所 教授 
委員 大畑 充 国立大学法人大阪大学 工学研究科 教授 
委員 澁谷 忠弘 国立大学法人横浜国立大学 総合学術高等研究院 教授 
委員 庄司 学 国立大学法人筑波大学 システム情報系 教授 

 
1.3. 審議経過 

 第 1 回水素利用に関する規制の課題調査委員会 
 日時：令和 7 年 1 月 28 日（火） 14：00～17：00 
 議題：  

１．事務局挨拶及び委員紹介 
２．委員長の選出 
３．委員会規約の制定について 
４．水素利用に関する規制の合理化・適正化に向けた課題調査について 

(1) 高圧水素導管の適合性評価に向けた課題等の抽出 
(2) 中低圧水素導管の適合性評価が必要な技術課題について 
(3) 晴海水素事業の評価・検証 
(4) 現行の検査要領や熱量等の測定・検査方法の水素関連設備への適合性検証 

５．その他 
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高圧水素導管においての技術基準の適合性・安全性を評価するための調査を令和７年度
から開始できるよう、高圧水素導管における課題や評価項目の抽出を過去に実施した中低
圧水素導管調査の内容を参考に行う。 
 また、令和 12 年を見据え、令和７年度～令和 10 年度に取り組むべき高圧水素導管の適
適合性・安全性評価の想定スケジュールを整理する。 
 
2.1. 高圧水素導管材料の評価項目に関する調査 

令和６年度より、一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会(以下、「JH2A」という。)、
九州大学、JFE スチール株式会社（再委託：大阪大学）が受託した「高圧水素パイプライン
の国内基準化に向けた導管材料の水素適合性と耐震設計に関する研究開発」により、高圧水
素導管材料の評価が進められている。本調査によって課題が整理され、国内高圧水素パイプ
ラインの技術基準に適合した仕様の策定につながることが期待されている。高圧水素導管
における課題や評価項目の検討には導管材料の評価は非常に重要であるため、高圧水素導
管材料の評価内容に関するヒアリングを JFE スチールにヒアリングを実施した。以下に JFE
スチールの発言内容を示す。 

 
2.1.1. 国内外における高圧水素パイプラインの整備状況 

 国内の水素パイプラインは、工業用ガスとしての利用で川崎臨海工業地帯に水素パイプ
ラインが敷設されている。しかし、水素圧力が 1MPa 未満の中低圧がほとんどであり、管
径が 27～89mm と小径のパイプであることから輸送量も 1 トン/日以下の少量の場合が多
い1。よって、大量の水素を輸送する 1MPa 以上の高圧水素パイプラインは日本には存在し
ない。 

海外では米欧を中心に総延長 4,500km にもなる水素パイプラインが運用されている(表
2.1)2。世界の水素パイプラインの例を表 2.2 に示すが、工業用ガスとしての利用で長距離で
あるものの外径 350mm 程度以下の小径鋼管を使用している。これらの鋼管には API X42
や X52 等の炭素鋼が使われており、圧力は 10MPa を超えるものもあるが3、設計係数（鋼
管の規格下限降伏応力に対する内圧によって管周方向に加わる応力の比）0.3 以下の場合が
多いと報告されている4。天然ガスパイプラインの設計係数は海外では 0.5 以上の場合が多

 
1 「東京湾岸エリアにおける CO2 フリー水素供給モデルに関する調査」NEDO, 令和 5 年
3 月 
2 Hydrogen Analysis Resource Center. Hydrogen Pipelines September 2016.xlsx,  
3 M. Mohitpour, et al., ASME/JSME 2004 Pressure Vessels and Piping Conference, PVP2004-2564 
4 The European Hydrogen Backbone (EHB) 
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いが、水素パイプラインは天然ガスよりも低い設計係数で運用されていると言える。 
表 2.1 国・地域別水素パイプライン敷設距離 2  

国・地域 距離（km） 
アメリカ 2,608    

欧州 1,598    
その他（シンガポール、タイ、豪州等） 337    

合計 4,542    
 

表 2.2 世界の代表的な水素パイプライン 3 

 
 一方、近年の脱炭素に向けた動きとして、欧州では水素パイプライン網を構築する計画が
進んでいる 4。その一環としてオランダでは大径鋼管による新設の水素パイプラインの建設
が進められており、2031-32 年の運用開始を目指している5。また、既存の天然ガスパイプ
ラインを利用した水素輸送の計画もあり6、パイプライン材料の水素適合性の検討も行われ
ている。 

 
図 2.1 オランダで建設が進む水素パイプライン 

 
5 Recent news,Gasnie, 
6 2022 International Pipeline Conference O.J.H. Wesselink, et al.,, IPC2022-86674 
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2.1.2. 海外の水素パイプライン規格 

 海外の水素パイプライン規格には、ASME B31.12 (Hydrogen Piping and Pipelines) があ
り、最大 21MPa (3000psi) までの水素パイプラインの材料選定や圧力設計、破壊力学に基
づいた水素適合性評価方法等の規格が定められている。一方、欧州では EIGA IGC Doc 
121/14 (Hydrogen Pipeline Systems) があるが、材料選定や圧力設計などが定められている
ものの、水素適合性に関しては詳しい基準は示されていない。表 2.3 に、これらの水素パイ
プライン規格の概要をまとめる。適用材料に関しては、ASME B31.12 では破壊力学に基づ
いた水素適合性評価を行うことで PI X80（規格下限降伏強度(Specific Minimum Yield 
Strength, 以下、「SMYS」という。）550MPa）の高強度材まで適用可能であるが、EIGA IGC 
Doc 121/14 は水素適合性評価を実施しない代わりに API X52（SMYS 360MPa）以下の低
強度材しか適用できない。 

ASME B31.12 は適用する設計係数によって Option A と Option B に分かれており、設計
係数の低い Option A では材料の水素適合性評価は不要である。しかし、高い設計係数を適
用するためには Option B を選択し、水素適合性評価が要求される。この水素適合性評価方
法はボイラー・圧力容器に適用される破壊力学的手法に基づいたものであり、水素中の破壊
靭性試験と疲労き裂進展試験を行い破壊安全性の照査を行うことが求められている。図 2.2
に、ASME B31.12 に基づいた破壊安全性評価の概念図を示す（Option B の場合）。高圧の
水素と接するパイプ内面またはその近傍に非破壊検査で検出できない初期欠陥やパイプラ
イン供用中にできた損傷等がある場合、供用中の圧力変動によってき裂が大きくなる、疲労
き裂進展を生じる場合がある。その後、き裂が一定以上大きくなると破壊駆動力 KIA が水
素中の材料の破壊靭性 KIH より大きくなり、破壊が発生することになる。このことからＡ
SME B31.12 では、パイプライン材料の水素中破壊靭性値は KIH≧KIA で、さらに
55MPa√m 以上であることが要求されている。このような破壊安全性評価によってパイプ
ライン材料の水素適合性が確保できることになる。 
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表 2.3 海外の水素パイプライン規格の比較 

 
図 2.2 ASME B31.12 の破壊安全性評価の概念図 

 
今後必要とされる水素の高圧パイプライン輸送を実現するために、現状の規格の改訂

や、海底パイプライン等の新たな水素パイプラインのガイドライン構築を目的とした研究
プロジェクトが欧米を中心に進められている。ノルウェーに本部を置く DNV では海底パ
イプライン規格である DNV ST F-101 に水素を輸送するためのガイドラインを策定するた
め、H2Pipe という研究プロジェクト7を多くの企業参加の下で進めている。H2Pipe では
パイプライン材料の各種の水素中特性を調査しており、水素中破壊靭性が負荷速度の影響
を受けること8など、新たな知見が見出されている。一方、上述の ASME B31.12 を将来の
水素の大量輸送に適したものに改訂する作業が、北米中心のパイプライン研究組合である
PRCI (Pipeline Research Council International)において進められており、令和 6 年 9 月に

 
7 Transportation of hydrogen gas in offshore pipelines: H2Pipe,DNV  
8 E. Ostoby, et al., Proc. 2023 International Ocean and Polar Engineering Conference, 
p3145 
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そのドラフトとなる Consensus Engineering Requirements (CERs)が発行されている9,10。
今後 ASME 企画委員会で審議し ASME B31.8（ガスパイプラインに関する規格）に統合さ
れる形で令和 8 年に発行される予定である。 
 
2.1.3. 日本における高圧水素パイプラインの導入に向けた課題や必要な評価項目 

 現状では高圧水素パイプラインを安全に設計、運用するための技術検討段階にあり、既
存の解釈例が水素を想定したものでないことが大きな課題である。海外で適用されている
水素パイプライン規格である ASME B31.12 を技術基準に準用し、海外で使用されている
ものと同等の導管材料を適用することも、一つの解決策と考えられる。しかし、国内の埋
設パイプラインは高圧ガス導管耐震設計指針に従って設計され、材料としても地震による
座屈を防止するために管軸方向の引張特性（降伏比など）が要求される場合があり、海外
で使用されている材料とは仕様が異なるものである。また、ASME B31.12 には耐震設計
は一切考慮されておらず、そのまま国内の埋設パイプラインに適用することは困難であ
る。 
よって、国内の高圧水素パイプラインの導管材料には、高圧水素下においても破壊せず

に安全に使用できる水素適合性を有することに加え、現状使われている導管材料と同等の
耐震性能を有する必要があるといえる。すなわち、 

① 海外水素パイプライン規格に準拠した水素適合性評価（破壊安全性評価） 
② 高圧ガス導管耐震設計指針に従った耐震性評価 

の２つの評価基準により、必要な水素適合性と耐震性能を担保する必要があると考えられ
る。 
 
2.1.4. 高圧水素パイプラインの材料課題 

 現状の国内の水素パイプラインのほとんどは 1MPa 未満の中低圧で運用されており、一
般的なガス配管材料である配管用炭素鋼鋼管(JIS SGP)や圧力配管用炭素鋼鋼管 
(JIS STPG)が用いられている。これは、表 2.4 に示すように、1MPa の水素ガス雰囲気中
での引張試験、破壊靭性試験、高サイクル及び低サイクル疲労試験などの検証によって、
ほぼすべての試験項目において水素影響が確認されなかったことから、1 MPa 未満の水素

 
9 S. Slater, et al., ASME 2024 International Pipeline Conference, IPC2024-133910 
10 PR337-23115-R01 Consensus Engineering Requirements for Pipelines in Hydrogen and 
Hydrogen Blend Service ,PRCI 
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ガス環境において安全性が立証されているためである11,12。 
 ここで、低サイクル疲労試験を行っているのは、埋設ガス導管に適用される高圧ガス導
管耐震設計指針にしたがって要求される耐震性能を評価するためである。高圧ガス導管耐
震設計指針では、地震動に相当する繰返しの変形を受けても導管を修理せず運転再開でき
ること（レベル 1 地震動）や、変形してもガスが漏えいしないこと（レベル 2 地震動）と
されており、ラインパイプには低サイクル疲労試験や加工硬化性能の評価が必要となって
いる。 
 

表 2.4 1MPa 水素ガス環境下における SGP 及び STPG 鋼の水素脆化評価のまとめ 11,12 
試験 母材 溶接部 予ひずみ 

±1%32 回繰り返し

予ひずみ母材 

±0.532 回繰り返し

予ひずみ溶接部 

引張試験 水素の影響なし 水素の影響なし 水素の影響なし 

破壊靭性 水素の影響なし 水素の影響なし 水素の影響なし 

高サイクル疲労 水素の影響なし 水素の影響なし 水素の影響なし 

疲労き裂伝播 実用応力粋(0.1%)：水素の影響なし 

大ひずみ(0.2%以上)繰り返し（低サイクル疲

労域）では、疲労き裂進展速度 5~10 倍加速 

水素の影響なし － 

低サイクル疲労 水素の影響なし ほぼ水素の影響なし 水素の影響なし 

母材：SGP、STPG370  溶接：被覆アーク溶接、TIG 溶接 
 

 しかし、1MPa 以上の高圧水素中ではラインパイプ材の破壊特性が顕著に低下すること
が知られている。図 2.3、2.4 にラインパイプ材の高圧水素中での破壊靭性試験13及び疲労
き裂進展試験結果14を示す。1MPa 以上の高圧水素中では破壊靭性が大幅に低下し、疲労
き裂進展速度が大幅に増加していることがわかる。これは、水素圧力が高いほど材料中へ
の水素侵入量が増えるためである。このような 1MPa 以上となる高圧水素下で埋設パイプ

 
11 令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業 水素導管供給システムの安全性評価
事業（総合調査）調査報告書, 一般社団法人 日本ガス協会, 令和 2 年 3 月 
12 H. Shimanuki, et al., Special issue of proceedings of “Pipeline Technology Now and 
Then” at the 8th International Welding Symposium, 8WS ，2008 
13  ASME 2021 Pressure Vessels & Piping Conference, J.A. Ronevich and C. San Marchi, 
PVP2021-62045. 
14 Investigation of the Structural Implications of Hydrogen in Natural GasInfrastructure, C. 
San Marchi, et al.,SAND2021-3322 PE 
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ラインを安全に使用するための技術仕様の例は国内にはなく、高圧水素パイプラインによ
る水素の大量輸送を国内で実現するためには、高圧水素パイプラインの解釈例の策定が必
要と考えられる。 

図 2.3 破壊靭性に及ぼす水素圧力の影響 13 

図 2.4 疲労き裂進展速度に及ぼす水素圧力の影響 14 
 
2.1.5. 水素脆化のリスク 

図 2.3、2.4 に示すとおり、高圧水素中ではパイプライン材料の破壊靭性及び疲労き裂進
展特性等の破壊特性が著しく低下する。これは、鋼中に侵入した水素により材料の特性が
劣化する、いわゆる水素脆化によると考えられているが、き裂先端の応力場に水素が拡散
凝集することで水素の影響を大きく受けるためとも言える。よって、水素パイプラインの
設計においては溶接欠陥や表面の疵等に対する考慮が必要になると考えれらる。 
 一方、引張特性に関しては図 2.5 のように降伏強度（YS）、引張強さ（UTS）は変化し
ないが、伸び（EL）、絞り（RA）の低下がみられる15。このことから、耐座屈性能に影響
する加工硬化性能は変化しないが、破断延性が低下することがうかがえる。図 2.6 では
X80 切欠き材の陰極チャージ※下での引張試験では負荷速度が遅いほど早期に破断してい

 
15 Meng, et al., Int. J Hydrogen Energy (2017) 
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ることが確認できる16。これは、負荷速度が遅い場合は水素が破壊発生部に十分に拡散す
るが、負荷速度が速い場合は水素拡散が追いつかず、水素影響が小さくなるためと考えら
れる。よって、水素脆化の影響に関しては対象とする破壊現象での負荷速度例えば、疲労
き裂進展及び破壊に影響する内圧変動、または座屈等の損傷に影響する地震動における負
荷速度を十分に考慮する必要がある。 
※陰極チャージ：金属材料中に意図的に水素を侵入させるために用いられる手法の一つ。 

 

 
図 2.5 X80 の引張特性に及ぼす水素分圧影響 15 

 
図 2.6 水素下切欠き引張に及ぼす負荷速度影響 16 

 
 
2.1.6. 材料の評価方法 

 上述のとおり、国内の高圧水素パイプラインの導管材料には、①海外水素パイプライン
規格を参照した水素適合性評価（破壊安全性評価）、及び②高圧ガス導管耐震設計指針に
従った耐震性評価が必要と考えられる。①の破壊安全性評価については、ASME B31.12
に従った水素中での破壊靭性試験と疲労き裂進展試験を実施し、そのデータに基づいた破
壊安全性評価（図 2.2 概念図）を行い、所定の欠陥サイズで十分な安全性を有しているこ
とを確認する。解析手法としては ASME B31.12 にも規定されている API579-1/ASME 

 
16 本間、他、鉄と鋼 , 2020 
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FFS-1 や API1104 の手法が適用できる17,18。例えば、図 2.7 は X80 の円周溶接部の水素中
破壊靭性値をもとに、API 1104 Annex A. Option2 の FAD(Fracture assessment diagram)
解析を行った結果であり、異なる破壊靭性値に対する許容欠陥寸法の図である 18。API 
1104 では円周溶接部の溶接欠陥として深さ 3mm、長さ 25mm の欠陥が許容される必要が
あるが、ASME B31.12 に規定された最小破壊靭性値 55MPa√m では危険側、すなわち、
許容欠陥寸法の許容欠陥サイズが深さ 3mm、長さ 25mm より小さくなっている。一方、
実円周溶接部での破壊靭性測定値である 98MPa√m ではより大きな欠陥が許容されるこ
とから十分な安全裕度があることが分かる。しかし、許容欠陥サイズや溶接部の初期欠陥
サイズなどはパイプラインの施工方法や操業管理によって変わるため、パイプライン設計
者や施工者、及び事業者の意見を考慮して想定する必要がある。 

②の耐震設計については、一般社団法人日本ガス協会発行の高圧ガス導管耐震設計指針
に基づいた評価が必要と考えられる。表 2.５が代表的な要求性能であるが、レベル１地震
で座屈を防止するには水素下でも現状の材料と同等の加工硬化性能を有していることが必
要と考えれらる。また、レベル１では 1%×50 回、レベル２では 3%×3~5 回の繰返し振
動に対して破壊しない強度を有することが必要であり、低サイクル疲労試験によって許容
ひずみを評価することが有効である。図 2.8 は水素脆化の研究や評価において、陰極チャ
ージ下での低サイクル疲労試験の例であるが、大気中に比べ水素環境下では破断回数が低
下するものの、高圧ガス耐震設計指針に規定される回数以上であり、耐震性を有している
ことが確認できる。 

図 2.7 円周溶接欠陥の破壊安全性解析の例 18 

 
17 ASME 2022 International Pipeline Conference, IPC2022-87180 Ishikawa, et al. 
18 ASME 2024 International Pipeline Conference, IPC2024-133871 Ishikawa, et al. 
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図 2.8 水素下での低サイクル疲労試験結果の例19 

 
表 2.5 高圧ガス導管耐震設計指針における代表的な要求性能 

地震動 変形モード 許容ひずみ 要求性能 
レベル 1 軸変形 

繰り返し（N=50） 
1%、35t/D※(%)

の小さい方 
修理せずに運転再開 

レベル２ 軸変形 
繰り返し（N=3~5） 

3% 変形しても漏えいなし 

※加工硬化係数 n=0.11 とした場合の座屈開始ひずみ 
 
2.1.7. 耐震性を考慮するための評価 

 耐震性能に関しては、表 2.5 が代表的な要求性能である。なお、その他に液状化に対す
る評価も必要と考えられるが、これらの評価基準に関しては、耐震設計に詳しい専門家の
意見を基に今後検討を進めることが必要と考えられる。 
 水素下の引張試験において現状の材料と同等の加工硬化性能を有していることを確認す
るための引張試験は、水素環境下の評価で用いられることが多い SSRT※を行うが、図 2.9
に示す高強度マルテンサイト鋼の引張試験での絞りに及ぼす温度の影響のように、水素脆
化感受性は温度に大きく依存している。よって、パイプラインの設計温度も考慮した上
で、ある程度広い温度域での水素中引張試験データを取得することも必要と考えられる。 

また、低サイクル疲労試験は通常はひずみ制御で行うが、現状の高圧水素試験設備では
困難であるため、陰極水素チャージなどの代替方法が必要となる。図 2.10 に陰極水素チャ
ージ下での低サイクル疲労試験例について示しているが、この場合の水素導入条件は、あ
らかじめ鋼管内の高圧水素量を算出し、陰極チャージで同等の水素量となる条件を設定す
る。なお、水素中の引張試験及び高サイクル疲労試験が陰極水素チャージで代替可能であ

 
19 CAMP-ISIJ , 本間、他, 2024 
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ることは、過去の NEDO 事業で証明されている20。 
※SSRT(Slow Strain Rate Test、低い変形速度の引張試験）：材料の環境感受性割れ、特に
水素脆性や応力腐食割れを評価するために用いられる試験方法である。通常の引張試験よ
りもはるかに遅いひずみ速度で試験を行うことで、時間依存性の割れ機構を促進し、材料
の耐環境性を評価する。 

図 2.9 引張試験での絞りに及ぼす温度の影響21 
 

 
図 2.10 陰極水素チャージ疲労試験 

 
2.1.8. 水素中破壊機構の解明のために必要な評価 

 き裂先端部では高い多軸応力場が発生し、静水圧応力勾配が駆動力となり水素が拡散凝
集するため、破壊試験では水素脆化が顕著に表れる。き裂先端の水素分布とき裂進展時の
負荷速度影響を模式的に図 2.11 に示す。地震動に対応する動的な負荷速度では水素拡散が

追随せずに水素影響が小さくなることが考えられる。このような現象を解明するために
は、①水素中破壊実験による負荷速度の影響の明確化に加え、②水素拡散・損傷モデル

 
20 2018 年度～2020 年度成果報告書、連続陰極水素チャージ法による水素インフラ用鋼
材の水素特性判断の簡易評価手法の開発、令和 3 年 4 月 
21 P. Bowker and D. Hardie, Materials Science (1975) 
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（FEM シミュレーション）※による水素中破壊機構の理解が必要と考えられる。特に、き
裂先端部での水素の挙動は実測できないため、シミュレーションが不可欠である。

 
図 2.11 き裂先端での水素分布の模式図 

 
水素ガス中の破壊試験において負荷速度の影響を子細に調査することは、膨大な時間と

費用を要するため、陰極水素チャージ試験で代替することが有効と考えられる。図 2.12 に
陰極チャージ破壊靭性試験の模式図を示す。本試験方法で所定の水素量をチャージしなが
ら、異なる負荷速度で試験を行うことで、破壊靭性値やき裂進展挙動に対する負荷速度影
響を明確化することが可能である。 

ラインパイプ材料の水素下での破壊は、高強度マルテンサイト鋼などで見られるような
粒界破壊とは異なる粒内破壊であり、擬劈開破面を呈するもののミクロ的には転移や空孔
と水素の相互作用による延性破壊と考えられている。延性破壊の解析モデルに関しては、
大阪大学の大畑教授らが Gurson Model※２をベースにしたモデルを構築している 

(図 2.13)22,23。本モデルで破壊靭性試験におけるき裂発生及び進展挙動を精度よく解析
することが可能であり、本モデルに水素拡散を連成させることで、水素下での破壊挙動を
シミュレーションすることが可能であり、き裂先端部での水素分布と負荷速度の影響に関
する知見が得られると考えられる。 
※水素拡散・損傷モデル（FEM シミュレーション） 
 金属材料中の水素の拡散挙動と、それに伴う材料の損傷メカニズムを、有限要素法

（FEM）を用いたシミュレーションで解析する技術のこと。 
※２Gurson Model 

金属材料の延性破壊をシミュレーションするための数理モデル。特に、材料内部に存在
する微小な空孔の発生、成長、合体といった現象を考慮できる点が特徴。 

 
22 ISIJ Int , Ohata, et al., 2012 
23 4th International Symposium on Steel Science , Ohata, et al., 2014 
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図 2.12 陰極チャージ破壊靭性試験の模式図 

 

図 2.13 破壊靭性試験の FEM モデルと CTOD-Δa カーブの解析と実験結果の比較 
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2.2. 高圧水素導管における課題や評価項目の抽出 
 高圧水素導管の技術基準適合性・安全性評価に向け、ガス事業法上の技術基準と中低圧
導管に関する過去の調査結果を整理・分析した。また、現在 NEDO で実施中の「高圧水
素パイプラインの国内基準化に向けた導管材料の水素適合性と耐震設計に関する研究開
発」事業の内容を踏まえ、高圧水素導管の評価項目における課題、具体的な評価項目及び
想定されるスケジュールを策定した。 
 
2.2.1. ガス事業法における高圧水素導管の技術基準適合性・安全性評価に関する要求事項

の整理 

ガス事業法の技術基準における水素導管への要求事項について整理する。導管に関する
技術基準は、主に以下の規定が定められており、水素供給を行うガス事業者はこれらに対
する適合義務が生じる。 
 

 工作物の材料（14、15、57、58 条） 
 設計・接合方法（16 条） 
 検査（16 条） 
 防食措置（47 条） 
 防護措置（4、48、54 条） 
 付臭措置（22 条） 
 他工事管理（54、55 条） 
 定期漏えい検査（51 条） 
 非常時対応（5、49 条） 
 熱量・燃焼性の測定（施行規則 17 条） 

 
ガス工作物の技術上の基準を定める省令（以下、「技省令」という。）については、平成

12 年に性能規定化されており、技省令・告示、解釈例などの体系全体で、要求性能の規定
から、運用のための具体的な仕様の例示までカバーされている（図 2.14）。 

技省令においてはガス種によらず、安全性確保のために満足すべき性能基準が規定され
ている。一方、解釈例については性能を満足する仕様を例示したものであるが、これまで
都市ガスを念頭に置いた例示がなされており、現行の解釈例は水素に関する解釈例は例示
がない。 
 



 
 

18 
 

 

図 2.14 ガス事業法における技術基準の特徴 
 
 

2.2.2. 中低圧導管に対する調査実績 

 中低圧導管に関する過去の調査は、基礎調査と個別評価に大別される。基礎調査は国が平
成 17 年～令和元年にかけて実施した基礎的な技術調査であり、個別評価は平成 29 年度～
平成 30 年度に東京都の晴海選手村地区エネルギー整備計画に基づき、東京ガス株式会社が
提案した水素導管仕様の安全性・技術基準適合性を評価したものである。 
 
（1）基礎調査事業による安全性評価 
 水素導管供給に関する技術調査は、将来の水素社会を見据え、中・低圧による少数需要家
向け供給を想定したローカルな水素導管を新設することを前提とし、平成 17 年度よりガス
事業法におけるガス工作物の水素適合性評価を目的とした技術調査が行われてきた。その
ため、全てのガス工作物に対する評価は完了していないことに注意が必要である。 

本検討の前提条件とした想定イメージを図 2.15 に示す。  
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図 2.15 水素社会における水素導管の想定イメージ24 

 
平成 17 年度～19 年度に実施された「水素供給システムの安全性技術調査」から調査を開

始し、それ以降、平成 18 年度～20 年度の「水素漏えい検知技術調査」、平成 23 年度～27
年度の「水素ネットワーク構築導管保安技術調査」が実施されている。いずれの調査も中低
圧導管を対象に、水素供給に向けた技術的知見を蓄積してきた。 

また、平成 28 年度～令和元年度までの 4 年間は、委託調査の最終調査として「水素導管
供給システムの安全性評価調査」にて、水素導管供給の維持管理に関する技術調査を実施し
てきた。図 2.16 に委託調査の経緯、図 2.17 に委託調査の概要を示す。 
 

 
24 令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素導管供給システムの安全性評価
事業）（総合調査）,一般財団法人日本ガス協会,令和 2 年 3 月 
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図 2.16 委託調査の経緯 24 

 
図 2.17 委託調査の概要 24 

  



 
 

21 
 

令和元年度に実施された「令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業（水素導管供給
システムの安全性評価事業）」において、水素導管供給（中低圧）に関して、現行のガス工
作物に係る技術基準が適用可能か評価・整理が行われ、その結果、現行の技術基準が適用可
能であることが確認された。この結果は、令和 2 年 3 月 11 日に開催された経済産業省産業
構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会ガス安全小委員会でも報告された。 
 
（2）個別評価による安全性評価 

晴海地区におけるエネルギー整備計画に基づき、東京ガス株式会社が提案した「選手村地
区エネルギー事業における水素導管の仕様」について、安全性及び技術基準への適合性を評
価するため、国による委託事業の中で「水素導管供給に関する安全性評価等委員会」を設置
し、平成 29 年度と平成 30 年度の 2 年間にわたり評価を行った（平成 29 年度に主に埋設部
の検討が行われ、平成 30 年度は、事業者敷地内及び街区敷地内の検討が行われた）。評価の
結果、検討対象である中圧の新規水素導管が、現行の技術基準に適合することが確認された。
また、水素の特性を踏まえて必要な保安措置を講じることで、当該事業の安全性が確保され
ることが示された。 

表 2.6 及び表 2.7 に、水素の特性を踏まえて必要とされる保安措置の仕様を事業年度毎
に示す。 
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表 2.6 水素の特性を踏まえ必要とされる保安措置（埋設部・平成 29 年度調査）25 
技術基準に規定され
ていない追加措置 

仕様 

標識シート・防護鉄板
の措置 

水素の着火エネルギーや燃焼範囲、爆風のピーク圧力がそれぞれ
都市ガスよりもリスクが大きく、都市ガスの他工事事故発生状況
から水素導管における他工事による導管損傷の可能性を考慮し、
導管の埋設部には標識シート及び防護鉄板を措置すること。 

他埋設物との距離 サンドブラストによる導管損傷対策のため、水道管との離隔距離
を並行部、交差部ともに 0.3ｍ以上とし、当該距離を確保できな
い場合には導管と水道管の間に耐摩板を講じることとしている。
また、その他の埋設物については可能な限り並行部 0.3ｍ以上、
交差部 0.15ｍ以上確保すること。 

非常時の対応 ①24 時間 365 日の受付・出動体制とすることや、②漏えい通報
時の一般的な対応として、臭気やガス検知器反応があった場合に
は漏えいガスの成分分析を実施してわずかでも水素漏えいの可
能性があると判断された場合は、水素供給遮断すること、③水素
供給遮断後に管内の水素ガスを放散・パージし適切な修理を施す
こと、及び④災害時に水素供給を速やかに停止できる対策を実施
すること。 

表示テープ 道路法施行令第 12 条の規定を考慮し、埋設部の導管には管理者、
埋設年等を明示した標示テープを措置すること。 

導管の埋設深さ 道路法施行令第 11 条の 3 の規定を考慮し、埋設部の導管の深度
1.2ｍ以上を確保すること。 

定期漏えい検査の頻
度 

中圧の導管は、技省令において、定期漏えい検査の頻度が 4 年に
1 回以上の義務とされているところ、1 年に 1 回以上の頻度で実
施すること。 

 
  

 
25 平成 29 年度水素導管供給システムの安全性評価事業－総合調査（水素導管供給に関す 
る安全性評価等調査）,一般財団法人日本ガス機器検査協会,平成 29 年 12 月 
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表 2.7 水素の特性を踏まえ必要とされる保安措置 
（敷地内及び街区敷地内・平成 30 年度調査）26 

技術基準に規定され
ていない追加措置 

仕様 

他埋設物との距離 サンドブラストによる導管損傷対策のため、水道管との離隔距離
を並行部、交差部ともに 0.30ｍ以上とし、当該距離を確保できな
い場合には導管と水道管の間に耐摩板を講じ、その他の埋設物に
ついては可能な限り並行部 0.30ｍ以上、交差部 0.15ｍ以上確保
すること。 

立入り防止措置 地上設置工作物周辺をフェンスや柵などで囲うこと 

非常時の対応（緊急時
遮断方法） 

①大地震発生時（SI 値が 60 カイン以上）の揺れを感知した場合
は、水素供給遮断すること、②水素導管の折損や災害などにおい
て、大規模な漏えいが発生した場合には、水素供給遮断すること 

非常時の対応（圧力上
昇防止措置） 

整圧器の下流側圧力が上昇することを防止する措置を施すこと 

非常時の対応（水素パ
ージ方法） 

①水素漏えいの可能性がある場合は、当該箇所の前後のバルブを
閉止した後に、バルブ近傍に設置したノズルを用いて、放散減圧・
窒素パージを行うこと、②区間遮断後の放散減圧・窒素パージ作
業は、周囲に着火源が無いまたは排除した場合にて、放散量を有
人作業で調整しながら行うこと 

定期漏えい検査の頻
度 

中圧の導管は、技省令において、定期漏えい検査の頻度が 4 年に
１回以上の義務とされているところ、1 年に１回以上の頻度で実
施すること。 

 
 
  

 
26 平成 30 年度水素導管供給システムの安全性評価事業－総合調査（水素導管供給に関す 
る安全性評価等調査）,一般財団法人日本ガス機器検査協会, 平成 31 年 2 月 
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（3）中圧・低圧における水素導管供給する場合の課題及び調査結果 
基礎評価及び個別評価で得られた結果について表 2.8 及び 2.9 に示す。 

現行において定められているガス工作物に係る技術基準を適用して、新設する水素導管
（中低圧）について技術基準に適合できるかを評価・整理した結果、現行の技術基準に適合
できることが確認された。 
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表 2.8 中低圧における水素導管供給する場合の課題及び調査結果① 
 

技術基準(技省令) 要求性能(抜粋) 水素導管供給する場合の課題 調査結果(中低圧) 

工作物の材料 
（14 条） 

主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材
料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な機械的
性質を有するものでなければならない。 

 水素が導管材料に及ぼす影響（透過性、脆
性、圧縮膨張特性等） 

 金属系材料について、水素環境下における機械的性質及び破壊
特性、水素脆化影響等を調査 

 樹脂系材料について、水素環境下における機械的性能、水素透
過性等を調査 

工作物の構造 
（15 条） 

構造は、供用中の荷重並びに最高使用温度及び最低使用
温度における最高使用圧力に対し適切な構造とする（耐
圧試験、気密試験等も含む） 

 現行の都市ガス工法の水素への適用性 
 導管内の水素置換方法の安全性 
 水素導管に適用可能な圧力解析式の導出 
 配管材料・機器の水素適合性 

 都市ガス工法（活管分岐工法、遮断工法、穿孔作業、応急処置
工法）の水素に対する安全性を調査 

 導管中の空気を水素へ安全に置換する方法を調査 
 導出した圧力解析式の適用可能性を調査 
 配管材料の水素気密性を調査 

設計・接合方法 
（16 条） 

溶接された部分は、溶け込みが十分で、溶接による割れ
等で有害な欠陥がなく、かつ、設計上要求される強度以
上の強度でなければならない。 

 現行の都市ガス工法の水素への適用性  都市ガス工法（活管分岐工法、遮断工法、穿孔作業、応急処置
工法）の水素に対する安全性を調査 

検査 
（16 条） 

適切な溶接設計により適切に溶接されたものであり、か
つ、適切な試験方法により確認されたものであること。 

  

防食措置 
（47 条） 

導管には、設置された状況により腐食を生ずるおそれが
ある場合にあっては、当該導管の腐食を防止するための
適切な措置を講ずる。 

  

防護措置 
（48 条） 

導管の損傷を防止するための措置を講じなければならな
い。 

 導管の防護措置  晴海での防護措置が保安措置として十分か評価 
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表 2.9 中低圧における水素導管供給する場合の課題及び調査結果② 

技術基準(技省令) 要求性能(抜粋) 水素導管供給する場合の課題 調査結果(中低圧) 

付臭措置 
（22 条） 

ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給さ
れるガスは容易に臭気によるガスの感知ができるように
付臭されていること。 

 水素に適した付臭剤の検証 
 水素漏えい検知に有効な手法の検証 

 水素付臭剤の候補物質の適正を評価 
 現行の都市ガス事業と同等の方法（検知器と臭気感知）で

漏えい検知が可能か調査 

他工事管理 
（54、55 条） 

掘削により周囲が露出することとなった導管の防護措置
を規定。 

 損傷事故時のリスク評価  漏えい水素への着火影響確認試験により、その周囲影響
（爆風圧や火炎長さ等）を調査 

定期漏えい検査 
（51 条） 

道路に埋設されている導管は、適切な方法により検査を
行い、漏えいが認められなかったものでなければならな
い。 

 漏えいした水素の拡散挙動 
 定期漏えい検査の頻度 

 漏えいした水素の拡散挙動（土中、開放、密閉）を調査 

非常時対応 
（5、49 条） 

最高使用圧力が高圧又は中圧の本支管には、危急の場合
に、ガスを速やかに遮断することができる装置を適切な
場所に設ける。 

 漏えいした水素の拡散挙動 
 一時的にガスの漏えいを抑制できる工法の調査 
 穿孔作業の水素への適用性 
 非常時の対応（受付・出動体制）、漏えい時の

供給遮断・修理、災害時の供給停止 

 漏えいした水素の拡散挙動（土中、開放、密閉）を調査 
 緊急時のガス漏えい抑制工法の調査や安全性を評価 
 活管（水素供給中の導管）に対して穿孔作業が安全に実施

可能であるか調査 

整圧器 
（56、57、58 条） 

高圧の整圧器には火災等の発生を防止するための適切な
措置を設ける。整圧器には遮断装置、不純物除去装置、
圧力上昇防止装置を設ける。 

  

熱量・燃焼性の測定 
（施行規則 17 条） 
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2.2.3. 高圧水素導管の検証に関する課題等 

中低圧水素導管の課題と調査結果を踏まえ、高圧水素導管の検証に関する課題を表 2.10
及び 2.11 のとおり整理した。 

金属系材料については、水素環境下での機械的性質、破壊特性、水素脆化影響等の調査
が NEDO 事業の活用により民間事業者で進められている。過去に国が実施した中低圧水
素導管に関する技術調査結果から、水素脆化は高圧でより顕著になることが示唆されてお
り、高圧における重要な課題として認識される。一方、樹脂系材料はガス事業法で現状高
圧での使用がされていないため、今回の検討対象から除外した。 

漏えいした水素の拡散挙動については、微小漏えいからの着火影響は中低圧の結果を適
用できるものの、高圧条件下での漏えい拡散挙動は風向・風速・気温等の条件に応じた調
査が必要となる。 

配管材料等の調査では、導管の金属材料以外に、高圧で使用される材料や機器の高圧水
素環境下での評価が求められる。 

ガスパージ作業について、ガス開通時（空気から水素へ）と既設管工事時（水素から空
気へ）の高圧条件下での安全な実施方法を検討する必要がある。 

都市ガス工法（分岐・遮断・応急措置等）は高圧と中低圧で異なり、高圧では施工可能
な工法が限定的なため、高圧水素導管施工方法としての維持管理工事や緊急時対応方法を
含めて個別評価する必要がある。 

導管の圧力損失解析式は圧力別に定められており、導管設置時の口径選定に必要となる
ことから、高圧用圧力解析式での適用可能性の確認が必須となる。 

接合方法は高圧の場合、主に溶接が用いられ、導管の金属材料と同様の評価内容で対応
できる。防護措置については晴海地区においても個別評価で実施したように、今後も埋設
環境を考慮した個別評価が適切である。 

高圧水素導管の破損につながる他工事による掘削等の影響に対する適切な防護措置の評
価が必要であり、鉄板等による物理的な防護方法や、他埋設物との離隔確保等の埋設環境
を考慮した個別評価が求められる。 

高圧損傷事故時のリスク評価では、漏えいガス着火時の周囲影響評価とその対応に関す
る技術を対象とし、事故発生時の周囲影響評価、およびそれを踏まえたリスク対策の個別
検討が必要となる。 

適切な定期漏えい検査頻度については、設置環境を考慮し、ガス事業法（技省令 51 
条）に定められた 1 年に 1 回の検査頻度と同等で良いか評価する必要がある。 
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表 2.10 高圧水素導管の検証に関する課題等① 

技術基準(技省令) 要求性能(抜粋) 調査結果(中低圧) 高圧水素供給への課題等 

工作物の材料 
（14 条） 

主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度におい
て材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全
な機械的性質を有する。 

 金属系材料について、水素環境下における機械的性質及び破壊
特性、水素脆化影響等を調査 

 樹脂系材料について、水素環境下における機械的性能、水素透
過性等を調査 

 材料について中低圧の調査結果で確認 
 金属系材料と樹脂系材料について、高圧環境下では

水素脆化の影響が特に大きくなり、耐震性評価と併
せて課題がある。 

工作物の構造 
（15 条） 

構造は、供用中の荷重並びに最高使用温度及び最低
使用温度における最高使用圧力に対し適切な構造と
する（＋耐圧試験、気密試験等） 

 都市ガス工法（活管分岐工法、遮断工法、穿孔作業、応急処置
工法）の水素に対する安全性を調査 

 導管中の空気を水素へ安全に置換する方法を調査 
 導出した圧力解析式の適用可能性を調査 
 配管材料の水素気密性を調査 

 置換方法・圧力解析式・気密性について中低圧の調
査結果で確認。 

 中低圧で使用される工法で調査。高圧で採用する工
法は限定的なため個別評価も考えられる。 

 導管の圧力損失解析式は圧力別に定められているた
め、高圧の圧力解析式での確認。 

設計・接合方法 
（16 条） 

溶接された部分は、溶け込みが十分で、溶接による
割れ等で有害な欠陥がなく、かつ、設計上要求され
る強度以上の強度でなければならない。 

 都市ガス工法（活管分岐工法、遮断工法、穿孔作業、応急処置
工法）の水素に対する安全性を調査 

 都市ガス工法について中低圧の調査結果で確認。中
低圧で使用される工法で調査。 

 高圧導管の接続は主に溶接であり材料と同様の評
価、高圧で採用する工法は限定的なため個別評価も
考えられる。 

検査 
（16 条） 

適切な溶接設計により適切に溶接されたものであ
り、かつ、適切な試験方法により確認されたもので
あること。 

  

防食措置 
（47 条） 

導管には、設置された状況により腐食を生ずるおそ
れがある場合にあっては、当該導管の腐食を防止す
るための適切な措置を講ずる。 

  

防護措置 
（48 条） 

導管の損傷を防止するための措置を講じなければな
らない。 

 晴海での防護措置が、中低圧で水素供給するに当たっての保安
措置として十分か評価 

 埋設環境も考慮した個別評価 
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表 2.11 高圧水素導管の検証に関する課題等図② 

技術基準(技省令) 要求性能(抜粋) 調査結果(中低圧) 高圧水素供給への課題等 

付臭措置 
（22 条） 

ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給され
るガスは容易に臭気によるガスの感知ができるように付臭
されていること。 

 水素付臭剤の候補物質の適正を評価 
 現行の都市ガス事業と同等の方法（検知器と臭気感

知）で漏えい検知が可能か調査 

 未付臭での供給は大臣特認制度による承認が必要 

他工事管理 
（54、55 条） 

掘削により周囲が露出することとなった導管の防護措置を
規定。 

 漏えい水素への着火影響確認試験により、その周囲影
響（爆風圧や火炎長さ等）を調査 

 中低圧で確認 
 微小漏えいからの着火影響は中低圧の結果を適用でき

る。 
 高圧損傷事故時のリスクまで評価が必要か検討が必要 

定期漏えい検査 
（51 条） 

道路に埋設されている導管は、適切な方法により検査を行
い、漏えいが認められなかったものでなければならない。 

 漏えいした水素の拡散挙動（土中、開放、密閉）を調
査 

 中低圧で確認 
 高圧条件での漏えい時の拡散挙動 
 適切な定期漏えい検査の頻度は設置環境も考慮する必

要あり 

非常時対応 
（5、49 条） 

最高使用圧力が高圧又は中圧の本支管には、危急の場合
に、ガスを速やかに遮断することができる装置を適切な場
所に設ける。 

 漏えいした水素の拡散挙動（土中、開放、密閉）を調
査 

 緊急時ガス漏えい抑制工法の調査や安全性を評価 
 活管（水素供給中の導管）に対して穿孔作業が安全に

実施可能であるか調査 

 中低圧で確認。中低圧で使用される工法で調査。 
 高圧の抑制方法の調査や安全性（管内挙動（逆火））

の確認 
 高圧水素の放散、パージ等の影響評価 

整圧器 
（56、57、58 条） 

高圧の整圧器には火災等の発生を防止するための適切な措
置を設ける。整圧器には遮断装置、不純物除去装置、圧力
上昇防止装置を設ける。 

  

熱量・燃焼性の測定 
（施行規則 17 条） 
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2.2.4. 高圧水素導管の評価項目と想定スケジュール 

2.2.3 の高圧水素導管の検証に関する課題を踏まえ、高圧水素導管においても現行の都市
ガス技術基準への適合性を評価するため、中低圧の評価項目を参照し、以下の 10 項目を評
価項目として設定した。 

① 高圧における主要材料の基本的な材料評価（炭素鋼鋼管の水素脆性・耐震性） 
② 高圧水素の拡散挙動調査 
③ 高圧配管材料・機器の水素適合性調査 
④ 高圧水素導管の圧力解析調査 
⑤ 高圧水素置換挙動調査 
⑥ 高圧導管の施工性の安全性評価 
⑦ 高圧導管の防護措置 
⑧ 定期漏えい検査の頻度 
⑨ 高圧導管損傷時のリスク評価 
⑩ 非常時の対応 

上記項目のうち、①高圧における主要材料の基本的な材料評価については、水素適合性評
価及び耐震性評価が必要であり、現在 NEDO 事業として基礎評価（基礎的な技術調査）が
進められている。②高圧水素の拡散挙動調査は、供給形態や供給規模に依存せず評価が必要
であり、導管損傷事故時に周辺に与える影響範囲を想定するためにも、拡散挙動調査結果を
前提としたリスク評価を実施する必要があることから、基礎評価として実施すべき内容と
考えられる。また、その他のリスク評価にも必要とされるため、優先度を高めて実施する必
要がある。その他の③～⑩の評価項目については、供給形態や供給規模を具体的に想定しな
ければ検討が困難であるため、まずは個別評価を行い、実績を積み重ねた後に解釈例への反
映を検討する必要がある。晴海水素事業についても、一般論（基礎調査）ではなく、一事例
として評価されたことと同様に、個別のプロジェクトごとに評価を行うこととする。 

表 2.12 に、各調査項目の目的と概要の一例を示すが、内容はあくまで一例であるため、
供給形態や供給規模に合わせて適切な評価を行い、適合性・安全性評価を実施する必要があ
る。 

これらの 10 項目の評価に向けた想定スケジュールを表 2.13 に示す。基礎評価は令和
12 年の水素供給開始を見据えたものとし、個別評価については、各プロジェクトの開始時
期・準備期間（設計～建設）に合わせて開始する必要がある。多くの項目において、準備期
間の 2 年前程度から適合性評価に取り組む必要があると考えられる。評価に要する期間に
ついても、各プロジェクトに合わせて適切に設定する必要がある。 
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表 2.12 調査項目の目的や概要の一例 

項目 調査の目的及び概要 備考 

高圧における主要材料の基
本的な材料評価 

主要材料を安全に継続使用できることを確認するために、高圧水素下における機械的性質、破壊特性、水素脆化影響等を評価するもの。 
使用される予定の配管材料の母材及び円周溶接部を対象に、高圧の水素環境がその機械的性質に及ぼす影響や、変動荷重及び地震影響、水素脆化影響等を考慮した
金属材料への疲労特性及び耐震性能へ及ぼす影響等を評価し、高圧水素下においても安全に使用可能であるかの確認を行う。 

基礎評価として実施 

高圧水素の拡散挙動調査 高圧水素ガスが大気中に漏えいした際の拡散挙動を調査するもの。風向・風速・気温等の条件に応じた拡散挙動及び濃度変化等について、実験若しくはシミュレー
ションを実施。また、噴出時の着火可能性等について実験若しくはシミュレーション等を行う。 
必要に応じ、土中における拡散挙動の調査や高圧水素の放散減圧を安全に行うための放散作業時の着火爆発リスク・設備の故障リスク等に関するリスク評価も実施。 

高圧配管材料・機器の水素
適合性評価 

主要材料の基本的な材料評価で評価した以外の材料及び機器について、水素に関する安全基準、配管の設置方法や維持管理方法等の具体的措置を評価するもの。配
管材料・機器を安全に継続使用できることを確認するために、基礎評価において調査した以外の材料・機器について水素脆化、強度特性、延性、疲労特性、腐食特性
などを評価。 

個別事案に合わせた
評価が必要 

高圧水素置換挙動調査 ガス開通時（窒素から水素への置換）と既設管における工事時（水素から窒素への置換）に必要となる管内ガスパージ作業を安全に進める方法を評価するもの。水
素と空気の混合気体の形成を防ぐために管内に窒素を充填して置換する際の水素及び窒素の圧力・温度・流量・配管形状・時間等の条件による置換挙動を調査し、
置換作業方法における安全性を評価。 

高圧導管の施工方法の安全
性評価 

高圧水素導管の維持管理のための工事及び緊急時対応のための工事や作業を安全に行うための工法・工具等を評価するもの。特に水素漏えい時については、安全に
漏えい遮断を行うための操作の標準的な手順、被害を最小限に抑えるための体制・設備・作業手順等についても評価。 

高圧導管の防護措置 他工事による掘削、重量物の落下、車両の衝突等のリスク評価を実施し、設置環境・周辺環境を含めたリスク想定のもと、適切な防護措置について評価するもの。
防護鉄板等による物理的な防護、浅層埋設の対策・標識テープ設置等や間接的な防護、他工事発生時の工法変更による他埋設物との離隔確保等、効果的にリスクを
低減する方法を評価。 

定期漏えい検査の頻度 ガス事業法（技省令 51 条）に定められた 1 年に 1 回の検査頻度と同等で良いか評価するもの。周辺環境等の特性により生じるリスク等を踏まえ、適切な定期漏えい
検査の手法及び頻度を評価。 

高圧導管損傷事故時のリス
ク評価 

漏えい水素に着火した際の周囲影響評価とその対応等に関する技術を対象とし、事故発生時の周囲影響の評価、それを踏まえたリスク対策（対応措置や外部影響の
緩和策等の提言）について評価するもの。漏えい水素への着火メカニズムと着火防止方法の調査により静電気・摩擦・火花・高温物体等の着火源に対する効果的な
着火防止対策を検討するとともに、着火時の爆風圧・火炎長さ・輻射熱等について調査する。 

高圧水素導管圧力解析調査 導管設置時の口径選定には圧力解析が必要であり、高圧水素の特性を反映した圧力算定式が未検討であるため検討するもの。口径選定時以外にも工事による導管の
切断等、ネットワークを一時的に変更する場合にも圧力解析が必要である。この場合に定められた計算式を用いて、供給圧力が確保できるのか事前に計算し工事計
画を立てている。中低圧の計算式は過去に調査済であるが、高圧に適用できる計算式は未検討であるため調査若しくは評価を実施。 

非常時の対応 漏えい等の緊急時の保安体制、地震等の災害発生時に必要となる対応について評価するもの。漏えい等の緊急時の保安体制においては、迅速かつ的確な通報受付と
対応、緊急度に応じた出動体制の整備、現場での安全かつ効率的な処理手順の確立及びそれらを確実に実施するための定期的な教育・訓練を評価。地震対策は、設
備の耐震性向上、地震発生時の二次災害防止のための供給停止措置、被災後の迅速な復旧体制の確立、そして需要家への情報提供方法の確立等を評価。 
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【基礎評価】 

 
【個別評価】 

 
図 2.18 高圧水素導管の適合性評価に向けた想定スケジュール 

 
2.3. 高圧水素導管における課題や評価項目まとめ 
 2.2.4 では、高圧水素導管における課題、評価項目及び想定スケジュールについて整理し
た。 

高圧水素導管の主要材料評価については、現在 NEDO 事業「高圧水素パイプラインの国
内基準化に向けた導管材料の水素適合性と耐震設計に関する研究開発」において評価が進
められており、課題の整理と高圧水素パイプラインの技術基準の解釈例の策定に繋がるこ
とが期待される。この NEDO 事業と並行して、各プロジェクトの特性に応じた評価項目を
検討し、実績を積み重ねることが重要である。 

材料評価以外に必要な調査項目としては、高圧水素の拡散挙動調査を基礎調査として実
施し、その他の調査については、各プロジェクトの供給形態や供給規模に応じて必要な調査
を行い、現行の技術基準への適合性を評価する必要がある。 
 国内における水素供給事業は、晴海地区の事業など、事例が限られており、今後の個別プ
ロジェクトにおける評価実績の積み重ねを通じて、解釈例の検討を進める必要がある。 

今後は、高圧水素導管に関する技術開発や知見の集積が進むにつれて、より効率的かつ安
全な水素供給ネットワークの構築が可能になると考えられる。 
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民間企業・関係団体等を対象に、技術開発等の最新状況に関するヒアリング調査を実施し
た。調査対象は、技術開発中のもの 3 件と実装済みのもの 1 件の計 4 件である（表 3.1）。
3.1～3.4 に各ヒアリング先の発言内容を示す。今後検討が進むにつれて、ガス事業法の技術
基準への適合性が評価されることが想定される。 
 

表 3.1 ヒアリング対象技術・対象事業者 

No. 対象となる技術開発等 対象事業者 備考 

① 水素輸送用樹脂配管  積水化学工業 
株式会社 

中圧Ｂ（0.3MPa 未満）以上の圧
力で供給可能な PE 管の開発 

② 付臭代替手法（光ファ
イバセンシング等を活
用した複合検知手法） 

NTT アノードエ
ナジー株式会社 

流量・圧力モニタ、水素センサ
ー、ファイバセンシング（分布セ
ンシング）などを活用した複合検
知手法を開発・実証を計画中 

③ 保全技術の高度化に向
けた技術開発（各種セ
ンサーデータを活用し
た機械学習による水素
漏えい検知手法） 

ENEOS 株式会社 流量計・圧力計等のセンサーデー
タを活用した、機械学習による水
素漏えい検知手法を開発中 

④ 高圧水素用バルブ 株式会社キッツ 高圧水素用バルブの製造・販売事
業者。水素ステーション等で実績
がある。 
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3.1. 水素輸送用樹脂配管 
【積水化学工業株式会社】 

（１）概要 
 ガス用ポリエチレン管（PE 管）は、耐震性、耐久性、施工性、経済性に優れ、安全性の
高い材料として都市ガス配管に広く用いられている。特に地震が多い日本では、耐震性が大
きなメリットである。阪神・淡路大震災等の地震で耐震性が立証されており、このメリット
を生かした水素供給への応用が検討されている。 

ガス事業法関係では、技術基準の解釈例にて、PE 管の使用可能な圧力は中圧 B 
(0.1MPa 以上 0.3MPa 未満)と規定されている。しかし、水素はエネルギー密度が小さい
ため、大量輸送には輸送圧力の向上が求められており、1MPa までの圧力で水素を輸送し
たいという市場のニーズが顕在化している。そのため、中圧Ｂ以上の圧力での供給を想定
した場合、ガス事業法への適合性評価や水素利用のための安全性評価が必要となる。

 
図 3.1 対象とするパイプラインと管種27 

 
現在検討されている PE 管は、以下の 2 種類である。 
①高密度ＰＥ管 

長期耐久性の高いポリエチレン樹脂と電気融着（ＥＦ）接合方式を採用することにより、 

 
27 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業／総合調査研究／国内水素パ
イプライン構築に向けたグランドデザイン検討調査,一般社団法人水素バリューチェーン推
進協議会,2024 
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以下の性能を有する。 
・耐震性：可とう性が高く、地震による地盤変状に追随する 
・耐食性：化学的に安定で、電気絶縁性が高く、土中埋設しても腐食・電食がない 
・施工性：軽量であり、狭い箇所で接合が可能なＥＦ継手を採用するなど、施工性が高  
い 

②バリア層付ＰＥ管 
中間層にガスバリア性の高い樹脂を配置した多層管であり、ポリエチレン管の性能に

加え、透過性の高い石油類、気体の輸送を可能となる。 
・バリア性：バリア層採用により、様々な気体、油類の可能、 
・基本性能：高密度ＰＥ樹脂とＥＦ接合を採用し、高密度ＰＥ管と同様の性能を有する。 

 
高密度 PE 管はガス管、水道管、下水道管で、バリア層付 PE 管はガソリン輸送管でそれ

ぞれ実績がある。水素の供給用途には、高密度 PE 管の PE100 及びバリア層付 PE 管の使
用が検討されている。 

国内の PE 管には JIS K 6774 (ガス用ポリエチレン管)、JIS K 6775 (ガス用ポリエチレン
管継手) にその品質・試験方法が定められている。都市ガス用に使用される PE 管はこれら
JIS 規格に適合する必要がある。PE100 は JIS 適合品である (バリア層付 PE 管は、現在対
応する JIS 規格がない)。 

図 3.2 バリア層付 PE 管断面図 
 

過去の技術調査では、バリア層とポリエチレン層での界面剝離や、バリア層の破断に課題
があった。しかし、現在は多層化押出成形技術の開発により、均一な厚みでガスバリア層の
形成が可能となり、ガスバリア層とポリエチレン樹脂の間に接着層を設けることで界面剥
離も防止しており、当時の課題は解消している。 
 
（２）今後の課題 
 PE100 は、1MPa までの圧力に耐え得る性能を有し、JIS 規格にも PE80 と共に規定され
ている。国内の都市ガス事業者は中圧 B までの使用であるため、PE80 で十分であり、PE100
の需要はこれまで存在していない。しかし、海外では PE100 の利用が進み、水輸送用とし
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ては PE100 が最高圧力 2.5MPa で使用されている実績がある。 
 水素を 0.3MPa 以上の圧力で供給したいという需要が高まる中、PE100 のガス事業法に
おける適合性評価や水素に対する安全性評価が課題となっている。PE80 と PE100 は共に
ポリエチレン樹脂を使用し、耐震性等の共通特性を持つが、両者の性能には差があり、長期
耐久性が大きく異なる。PE100 は分子設計の進歩により、樹脂同士の複雑な絡み合いによ
って高い耐圧性と長期耐久性を実現している。 
 PE100 は高圧での水素供給において十分な性能を有すると考えるが、水素透過の問題も
考慮する必要がある。また、コンクリート構造物内への設置など、直接埋設しないケースも
想定されるため、様々なケースに対応できるパイプの性能評価が必要となる。水素透過量や、
長期使用における影響については、過去のデータに基づき安全性を説明できるものの、都市
ガスとは物性の異なる水素への適用における理解をステークホルダーから得るためには、
十分な評価とステークホルダーを巻き込んだ議論が不可欠である。 
 研究機関や業界団体等、複数の視点を取り入れた議論・検証の場を設ける必要がある。
NEDO 事業の受託も視野に入れ、テスト的な利用から基準化・標準化まで、段階的な検討
を進めることが望ましい。JH2A においても基準化・標準化の動きがあるため、専門家を交
えて確認し、都市ガスと水素のリスク差異についても精査する必要がある。 
 
（３）今後のスケジュール 

令和  6 年  製品基本性能、法規制等の整理 
令和  7 年～ 各種性能・ガス事業法への適合性・安全性の評価、検証 
         実証配管の設計、施工方法等の検討 
令和  9 年～ 水素供給実証事業用のパイプラインに使用 
令和 11 年～ 技術・基準化、規格制定 
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3.2. 付臭代替手法（光ファイバセンシング等を活用した複合検知手法） 
【NTT アノードエナジー株式会社】 
（１）概要 
 現状の地中や地下空間に敷設した導管を用いたガス輸送においては、土木工事により埋
設した導管を用いて輸送を行うことが主流である。腐食等の経年劣化や事故等の外的要因
で導管に生じた僅かな亀裂や破損等によって輸送しているガスの漏えいが発生した場合、
これを検出するために、導管へのガス注入点、導管から需要設備へのガス供給点、配管の途
中に設置された圧力調整点などにおいて、圧力計や流量計の数値の変化による検知、臭いを
用いた人的な検知、ガス検知器を用いた検知などが行われている。 
 ガスの漏えいが検知された場合には、漏えい箇所を特定して、必要な修復や部材の交換等
を行うが、地中埋設管においては、埋設場所をボーリングして近傍に人が赴き、ガス検知器
や臭いによって漏えい箇所を特定し、とう道や地下空間に敷設した導管においては、導管の
近傍に人が赴き、ガス検知器や臭いによって漏えい箇所を特定することがある。これは、一
定量のガスの漏えいが発生したことは検知可能となるが、比重が空気より軽いガスの場合
は空間に拡散されることによって臭いが薄まり、漏えい箇所の特定が困難となる場合があ
る。また、漏えい箇所の特定や修復や部材の交換等のために作業者が漏えいしたガスが充満
している場所に赴く場合には、爆発・火災防止や窒息防止など安全対策は不可欠となる。 
 一方、コスト面においてもガス輸送用の導管を埋設するためには、用地取得の他、大規模
かつ長期にわたる土木工事に伴い、大きなコストが発生するとともに、周辺住民への説明や
環境アセスメントなどに伴い、付帯的なコスト（時間的、金銭的）が発生するが場合あり、
そのためにガス輸送用の導管の新規の敷設が阻害される側面がある。 
 加えて水素ガスなどのように、工場や水素ステーション、燃料電池を設置する需要家 
など、高い純度が求められるガス輸送においては、ガスの供給点で不純物を除去するための
フィルタ等の設備の設置や保守管理が必要となり、これによる初期コストとランニングコ
ストが負担となる。これらの現状及び課題を解決する手段として、新たに「二重導管方式」
の技術開発が行われている。 
本方式には、主に以下の機能及び特徴がある。 

①従来のガス管のように掘削・埋設をせずに、様々な既設のインフラ設備（共同溝、とう
道、管路等）への敷設が可能な耐久性、柔軟性（可とう性）、既存インフラ設備の保守（点
検・交換）スキームを活用した効率的なメンテナンス性等を有する 
②二重配管構造により、万一内部の輸送管の漏えい故障が発生しても気密性を有する外
被 
シース管や外被接続クロージャにより直接的な外部への漏えい拡散を抑止できる 
③水素漏えい故障、加害事故等などの異常検知は、二重配管内部にアセンブリされた光フ
ァイバ、クロージャ内に設置する水素センサー、圧力センサー及び供給側の圧力・流量計
による複合的検知技術により網羅的に検知し、監視システムにより故障状態・場所を特定
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し、100%LEL※ に達する前に供給遮断及びエアパージ（二重管の中空層やクロージャ内
部に漏えい・滞留した活性ガスをエアブローする方法）により漏えいガスの希釈を行って
安全確保を図るなど一連の対処シーケンスを迅速に実行が可能  
以上の安全対策により、万一ガスが漏えいした場合においても、人間の嗅覚に依存するこ

となく検知、状況把握及び安全対処が可能となるため、安全性、運用性ならびに経済性の観
点からも優位な方式と当該事業者は主張する。 
※LEL（Lower Explosive Limit）：爆発下限界の略で、可燃性ガスや蒸気が空気と混合した
とき、爆発を起こす可能性のある最低濃度を意味する。 

現在、東京都・産総研・当該事業者との共同研究の取組で、令和 7 年 3 月末まで臨海副都
心部において都有地及び臨海共同溝を活用して、実際に二重導管のパイプライン（330ｍ）
を敷設して技術検証が実施されている。検証内容は、二重配管方式における漏えい拡散挙動、
光ファイバによる漏えい音響振動検出などの基礎検証、臨海共同溝内における二重管の施
工性検証、エアパージ特性検証である。なお本検証では、周辺環境を考慮して水素ガスの代
替として特性が近似しており爆発危険性のないヘリウムガスが使用されている。次年度も
ＳＴＥＰ２として、実運用も想定した検証を予定されている。 
 実運用における輸送圧力は、中低圧（0.1MP 以上 1MPa 未満）をターゲットとしている。
輸送管の漏えい故障時においては、気密性を有する二重管構造のため漏えいガスは封じ込
められることから、防爆仕様と同等であり、外部との火気接触は基本的にはないが、万一何
等かの原因による着火時でも間隙に存在する水素は極微量のため爆発に至らないか、また
は爆発よる影響は軽微であることが確認されており、更に設置場所によっては難燃性を有
する外被材料を適用することで類焼抑止が可能となる。緊急時の対応手順として、１次対応
は輸送管への水素移送を直ちに停止し、不活性ガス置換による危険性除去とともに、二重管
の中空層内に滞留する漏えいガスをエアパージにより希釈し、２次対応として保守要員を
現地派遣し、漏えい箇所の安全確認後に修繕・修復し、完了後は監視センターによる正常性
確認等の一連の対処シーケンスを実行できる。これらは人の感覚器官によるマニュアルオ
ペレーションではなく、システム化されたオペレーションにより迅速に実行され、遠隔にお
いても的確な状況把握、保守要員への指示ができ、他事業者のインフラ設備を借用してパイ
プラインを敷設する場合でも、同様のオペレーションにより、他事業者との復旧連携や適切
な情報共有をすることが可能である。 
 当該事業者がターゲットとする水素ガス供給先は、商業施設や大型ビル、工場などの大口
需要家(産業・業務用ガス供給)である。本方式は気密シースによる漏えいガスの閉じ込めと
検知センサー及びファイバセンシングによる面的（網羅的）漏えい検知により安全対策を講
じているため、外部漏えいがない点では付臭の必要性はない。一方、外部に漏えいするケー
スとしては、災害または重機での加害による管路区間等における二重導管の破断が考えら
れ、この場合においては、光ファイバセンシング等で破断を検知して場所を特定し、供給遮
断、エアパージ等の安全対策を施し安全を確保する。なお共同溝、とう道においては堅牢な



 
 

39 
 

構造物のため重機による加害は例がなく、阪神・淡路大震災クラスの被災においても通信線
の破断等は起きていない。 
 加えて、NTT グループトータルで見たときに、長年の通信事業で培った保守体制（協力
会社含む）として県域のオンサイト拠点、24 時間 365 日の監視センター等の全国基盤を有
しており、小災害時の駆け付けも、その実績と経験を活かしたリソース配置、体制が構築可
能と当該事業者は主張している。 
 本方式は、異常の検知において、複合的検知方式をとっているため、仮にどれかの検知機
能が不能になった場合であっても補完できる構成になっているが、大地震等の激甚災害時
または二次災害時で、通信網を含む監視機能自体が不能となった場合は、自動プログラムに
より自律的に供給停止の措置を行う。なお、各パイプラインルートの検知センサー情報を階
層的に集約する主監視装置は、NTT ビル等の耐震性の高い堅牢な建物に設置し、更に予備
機・電源等を２拠点で冗長性を持たせるディザスターリカバリーシステムとすることで、全
面的な監視不能状態を回避することが可能である。被災把握によって危険な状況と判断し
た際に、不特定多数への知らせが困難な場合は、直ちに災害復旧班を派遣するとともに、広
報担当で車両のスピーカ、サイレン等での危険アナウンスを実施することが可能である。 
 供給側の圧力・流量計にて計測できない微小漏えいについて、下記の諸元にて検知対応を
行う。なお、センサー類はいずれも光ファイバ式で防爆性を有している。 
・接続部クロージャ内：光ファイバ式 FBG 水素センサー（接触燃焼式） 
・途中区間のシース内間隙：光ファイバによる水素の直接吸収（※追加検証予定） 
※途中区間のシース内間隙の漏えいは、輸送管からの微小漏えい（透過漏えい）が発生した
場合、内蔵する光ファイバが水素を直接吸収することで光損失が増加する特性を有してお
り、数時間程度で測定可能なレベルまで到達するため、定期的に測定することで微小漏えい
を把握可能。なお、シース間隙における微小な水素は爆発危険性が極めて小さく、また二重
管構造のため、微小水素が外部に漏れることはなく火気源への接触確率は極めて小さいと
考えられている。なお検知精度については、環境的な要因も考慮して追加的な検 
証を実施される予定である。 
 
（２）今後の課題 
 現在実施中の共同研究において、STEP2 の令和 8 年 3 月末までに本方式の技術確立を目
指している。本研究を通じて、二重管の構造面、検知感度の面などでは、更なる高度化、一
般化に向けた汎化性評価などの検証の余地を確認しているが、現段階において特に克服困
難な技術的な課題はない。 
 なお、センサー等の個別技術は実績のある市中品等を利用するが、昨今の技術の進展を踏
まえて、よりコストメリットの高い製品を選定予定である。 
 今後の事業化に向けては、これらの確立された技術をベースに、次年度に監視運用のシ 
ステム（β 版）を構築し、その後２年間の実運用検証による耐環境性、長期安定性を確認 



 
 

40 
 

し、科学的データ・ノウハウを取得・蓄積していく予定である。これにより令和 10 年度に
は本方式における大臣特認制度の申請を行う予定としている。なお、二重配管の材料等の技
術基準への適合性や水素供給のための安全性評価も併せて実施する必要がある。 
  
（３）今後のスケジュール 
 令和 7 年度  共同研究による付臭代替技術検証 

令和 8 年度  運用検証 
令和 9 年度  運用検証 
令和 10 年度  大臣特認制度への申請 
      ガス事業法への適合性・安全性評価 
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3.3. 保全技術の高度化に向けた技術開発（各種センサーデータを活用した機械学習によ
る水素漏えい検知手法） 

【ENEOS 株式会社】 

（１）概要 
 ＥＮＥＯＳ株式会社は水素社会構築技術開発事業／地域水素利活用技術開発／地域モデ
ル構築技術開発/裾野市ＣＯ２フリー水素ステーションを活用したパイプライン水素供給シ
ステムの開発事業において、水素パイプライン実証設備に対して、HAZID/HAZOP※1 等の
定性的リスク評価・分析及び HyRAM/FLACS※2 等を用いた水素漏えいシミュレーションに
よる定量的リスク評価・分析を行い、必要な安全対策を検討している。 
 パイプラインの安全対策として、インバリアント分析による流量計・圧力計等を活用した
水素漏えい検知技術の開発も行っている。正常運転時に存在する流量計・圧力計等各センサ
ー間の普遍的関係性(インバリアント)を機械学習によりモデル化し、実運転データと正常運
転モデルを比較することで、異常運転状態を早期に検知する技術を開発している。 
 

 
図 3.3 リスク評価及び水素漏えい検知技術の開発28 

 
※1：HAZID（Hazard Identification）：専門家が自然現象、外部事象、設備構成種別、プロ

セス等に関するガイドワード（誘導語）を基に、ブレインストーミング形式で技術シス
テムに係る事故シナリオを抽出し、定性的にリスク評価を行う手法。 

 HAZOP（Hazard and operability Study）：専門家グループが設計条件からのズレを想定
し、そのズレが引き起こすプロセス異常を分析する手法である。基本的な実施手順は
HAZID と同様であるが、詳細設計段階での HAZOP はより具体的にリスクを分析する
ことが可能であり、その結果、重大なリスクの特定及び効果的な安全対策の立案が可能
となる。HAZOP は、その分析過程及び結果を記録として詳細に残すことで、リスク分
析評価の過程を透明化することと共に、分析結果の見直しが容易となる点が特徴であ

 
28 NEDO 水素・燃料電池成果報告会 2024 発表 No.P2-61「裾野市 CO2 フリー水素ステ
ーションを活用したパイプライン水素供給システムの開発」,ENEOS 株式会社,2024 
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り、リスクシナリオの漏れを限りなく低減することが期待できる。 
※2：HyRAM（Hydrogen Risk Assessment Models）： 米国エネルギー省の支援を受けサン

ディア国立研究所が開発した、水素の安全利用を促進するためのリスク評価モデル。 
FLACS（Flame Acceleration Simulator）：ノルウェーの GexCon 社が開発した、水素・
可燃性ガスの爆発燃焼危険性解析のためのソフトウェア。石油・ガス産業、化学産業な
ど、可燃性ガスを取り扱うプラントの安全設計やリスク評価に用いられる。 

 
（２）今後の課題 
 実用化の可能性を現在検討中 

 
（３）今後のスケジュール 
 実用化の可能性を現在検討中 
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3.4. 高圧水素用バルブ 
【株式会社キッツ】 

（１）概要 
水素用バルブは、水素ステーション向け製品が存在することからも明らかなように、ガス

事業法で規定する高圧（1Mpa 以上）を遥かに超える圧力に対応可能な製品が既に存在する。 
これらの製品の開発にあっては、独立行政法人産業技術総合研究所 先端材料研究センター
（現：九州大学）において材料評価が行われ、バルブに使用可能な金属材料が決定されてお
り、現在はニッケル当量により規定されている。水素用バルブの適用圧力域と材料選定につ
いて述べると、1MPa 以上の高圧水素及び液化水素は高圧ガス保安法が適用される。 圧力
容器用金属材料は同法で規定されているが、その他の構成材料は各メーカーが部品ごとに
必要な機能を検討し選定する。高圧ガス保安法で規定された材料については個社ごとの評
価は行わないが、その他の構成部品材料については、実績のないものは試験・評価を行う場
合がある。 特に非金属材料については評価を行うことが多い。評価方法は使用部位や用途
によって異なり、実流体を用いるケースがほとんどである。20MPa 未満の圧力で使用され
る配管系には、汎用バルブ等が使用され、水素脆化は特に考慮されないことが一般的である。 
FC 産業車両用水素ステーションで蓄圧・充填(35MPa)を行う場合には、高圧ガス保安法に
規定された材料が使用されている。バルブの性能については法令では規定されていない。 
但し、水素ステーションで安全に使用することが可能であるということを判断するための
様々な試験は、ISO19880-3 で決められている。 
（２）今後の課題 

高圧水素を扱う水素ステーション建設初期（平成 26 年頃）においては、バルブのみなら
ず構成部品全般にトラブルが多発した。その後、各メーカーの改良努力により、現在では重
大な問題はほぼ解消されたと考えられる。一方、液化水素は黎明期を迎えており、予期せぬ
トラブル発生リスクは依然として存在する。 

結論として、82MPa 以下の高圧水素使用においては、今日では大きな問題はほぼ見られ
ない。特に 20MPa 以下での使用においては、特段の問題は確認されていない。液化水素を
除き、技術的には確立されていると言える。しかし、今後 500mm 以上の大口径配管で液化
水素を供給する事象が発生した場合、現在は鍛造で作製されているバルブを鋳造で作製す
ることが現実的である。その場合、鋳造では金属材料・鋳造法・溶接補修・非破壊検査の課
題等、多くの課題が存在するため、信頼性の高い鋳造性バルブの製造が課題となる。 

また、ボールバルブを水素パイプラインでも使用する動きがあるが、都市ガス導管で使用
されているような全溶接型の水素用グリースインジェクションバルブについても開発困難
であることが予想され、生産可能かは不明である。しかし、水素の場合はガスの清浄性が求
められるため、グリース注入によるメンテナンスフリー構造は推奨されていない。よって、
配管したままメンテナンスが可能な、トップエントリー型のボールバルブが要求されるも
のと想定される。  
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3.5. ガス事業法における技術基準の特徴と技術評価の仕組み 
都市ガス事業は、長年の安全確保への取り組みを通じて安全性を向上させた。その結果、

平成 12 年のガス事業法改正により、技術基準は詳細仕様を規定するものから、性能規定へ
と変更された。この性能規定を満たす具体的な仕様例として、国が解釈例を定めている。 

性能規定化に伴い、省令全般に関する特認制度（特殊設計施設認可）は撤廃されたが、一
部指定された条文（仕様規定の条文）には特認制度が設定された。性能規定化により、ガス
事業者は技術基準に適合する仕様を自己責任で選択できるようになった。国は必要に応じ
て保安確保の観点から技術基準への適合性を検討する。（図 2.14）。 
 

 
図 2.14 ガス事業法における技術基準の特徴 

 
2.2.1 で述べたように、技省令ではガス種を問わず、安全性確保のために満たすべき性能

基準が規定されている。一方、解釈例は性能を満たす仕様を例示したものではあるが、こ
れまで都市ガスを念頭に置いた例示のみであり、水素に対する解釈例はない。 
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図 3.5 に、性能規定と仕様規定の条文におけるガス事業法における技術評価の仕組みを示
す。 

図 3.4 性能規定と仕様機知恵の条文におけるガス事業法における技術評価の仕組み 
 
 
これまで都市ガス供給において、解釈例の例示基準によらない技術を評価するため、既存

評価の仕組みとして適合性評価委員会が設置されている。また、省令で安全確保のために必
要な手段まで規定されている付臭措置のように仕様規定のみされているものに対しては、
これまで大臣特認対象規定に対する審査制度が確立されていなかったが、令和 6 年度に大
臣特認制度が設けられた。 

繰り返しになるが、解釈例はメタンを主成分とするガス（都市ガス）を念頭に、これまで
の実績や技術調査を踏まえて仕様規定されたものである。「技術基準・解釈例の解説」及び
「指針」も同様である。水素においても同等の安全レベルを確保するため、水素の物性・リ
スクを考慮し、建設から維持管理までに必要な仕様や保安措置を評価するのが安全性評価
委員会である。 

今回調査した技術が今後ガス事業に使用されるためには、これらの評価を適宜行う必要
がある。未付臭での水素供給技術が検討されているが、付臭はガスの漏えいを不特定多数に
検知させる有効な手段である。未付臭の状態では漏えいの検知が困難となり、着火爆発等の
重大な事故に繋がる危険性が増大する。水素ガスは都市ガスと同様に、一般消費者の生活に
密接に関わるエネルギー源として期待されている。したがって、付臭代替措置を検討する際
には、水素の特性を十分に考慮し、都市ガスと同等の安全性を確保するという視点が不可欠
である。 
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図 3.5 水素導管供給に対する安全性評価の考え方 
 
 

3.6. 中低圧水素導管の適合性評価が必要な技術課題についてのまとめ 
本調査事業では、水素エネルギー関連の 4 つの技術についてヒアリング調査を実施した

結果、今後の進展次第では技術基準に組み込むことの検討が必要となる技術が存在するこ
とが示唆された。 

都市ガス事業において培われてきた適合性評価・安全性評価の枠組みは、ガス事業者が主
体的に選択した技術について、第三者的な視点からも技術基準と同等以上の安全性が確保
されていることを確認するプロセスである。この枠組みは、水素利用においても適切に運用
され、都市ガスと同等の安全性を確保することに繋がる。 

特に、付臭代替措置については、今後の大臣特認制度における評価が注目される。水素は、
一般消費者の生活に密接に関わるエネルギー源として期待される一方で、その特性上、安全
性の確保には細心の注意が必要である。付臭代替措置の検討にあたっては、水素の物性・リ
スクを十分に考慮し、都市ガスと同等レベルの安全性を確保するという視点が不可欠であ
る。 
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4.1. 晴海水素事業の概要 
 晴海地区におけるエネルギー整備計画に基づき、東京ガス株式会社が提案した「選手村地区エ
ネルギー事業における水素導管の仕様」について、安全性及び技術基準への適合性を評価するた
め、「水素導管供給に関する安全性評価等委員会」を設置し、平成 29 年度～平成 30 年度の 2 年
間にわたり評価を行った。評価の結果、当該委員会は、この提案について安全上の問題はないと
の結論を得た。 

ここでは、中圧導管を対象に水素供給事業を行うにあたり実施した安全性評価の概要を示す。 
 
(1) 事業概要 

表 4.1 に事業の概要を示す。 
表 4.1 事業概要 25 
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図 4.1 晴海地区概要29 

（2）評価対象 
当該事業では、平成 29 年度に主に埋設部の検討が行われ、平成 30 年度は、事業者敷地

内及び街区敷地内の検討が行われた。 

図 4.2 評価対象 26 
 
（3）前提条件と評価結果 

本検討では、「付臭水素」を用いることを前提に検討が行われた。晴海地区における個
別評価の結果、検討対象である中圧の新規水素導管が、現行の技術基準に適合することが
確認された。また、水素の特性を踏まえて必要な保安措置を講じることで、当該事業の安
全性が確保されることが示された。 

表 4.2 及び表 4.3 に水素の特性を踏まえて必要とされる保安措置の仕様をそれぞれ示
す。

 
29 「水素で暮らすはじめてのまち 晴海選手村跡地で水素エネルギーの活用が始まります 
実用段階では国内初となるパイプラインによる街区への水素供給が開始,東京都都市整備
局, 2024.03.28 
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表 4.2 水素の特性を踏まえて必要とされる保安措置（埋設部・平成 29 年度調査）25 

技術基準に規定されていない追加措置 適合性評価 

標識シート・防護鉄板の措置 水素の着火エネルギーや燃焼範囲、爆風のピーク圧力がそれぞれ都市ガスよりもリスクが大きく、都市ガスの他工事事故発生状況から水素導管における他工事に
よる導管損傷の可能性を考慮し、導管の埋設部には標識シート及び防護鉄板を措置すること。 

他埋設物との距離 サンドブラストによる導管損傷対策のため、水道管との離隔距離を並行部、交差部ともに 0.3ｍ以上とし、当該距離を確保できない場合には導管と水道管の間に
耐摩板を講じること。また、その他の埋設物については可能な限り並行部 0.3ｍ以上、交差部 0.15ｍ以上確保すること。 

非常時の対応 ①24 時間 365 日の受付・出動体制とすることや、②漏えい通報時の一般的な対応として、臭気やガス検知器反応があった場合には漏えいガスの成分分析を実施し
てわずかでも水素漏えいの可能性があると判断された場合は、水素供給遮断すること、③水素供給遮断後に管内の水素ガスを放散・パージし適切な修理を施すこ
と、及び④災害時に水素供給を速やかに停止できる対策を実施すること。 

表示テープ 道路法施行令第 12 条の規定を考慮し、埋設部の導管には管理者、埋設年等を明示した標示テープを措置すること。 

導管の埋設深さ 道路法施行令第 11 条の 3 の規定を考慮し、埋設部の導管の深度 1.2ｍ以上を確保すること。 

定期漏えい検査の頻度 中圧の導管は、技省令において、定期漏えい検査の頻度が 4 年に 1 回以上の義務とされているところ、1 年に 1 回以上の頻度で実施すること。 

 
表 4.3 水素の特性を踏まえて必要とされる保安措置（事業者敷地内及び街区敷地内・平成 30 年度調査）26 

技術基準に規定されていない追加措置 適合性評価 

他埋設物との距離 サンドブラストによる導管損傷対策のため、水道管との離隔距離を並行部、交差部ともに 0.30ｍ以上とし、当該距離を確保できない場合には導管と水道管の間に
耐摩板を講じ、その他の埋設物については可能な限り並行部 0.30ｍ以上、交差部 0.15ｍ以上確保すること。 

立入り防止措置 地上設置工作物周辺をフェンスや柵などで囲うこと。 

非常時の対応（緊急時遮断方法） ①大地震発生時（SI 値が 60 カイン以上）の揺れを感知した場合は、水素供給遮断すること、②水素導管の折損や災害などにおいて、大規模な漏えいが発生した
場合には、水素供給を遮断すること。 

非常時の対応（圧力上昇防止措置） 整圧器の下流側圧力が上昇することを防止する措置を施すこと。 

非常時の対応（水素パージ方法） ①水素漏えいの可能性がある場合は、当該箇所の前後のバルブを閉止した後に、バルブ近傍に設置したノズルを用いて、放散減圧・窒素パージを行うこと、②区
間遮断後の放散減圧・窒素パージ作業は、周囲に着火源が無いまたは排除した場合にて、放散量を有人作業で調整しながら行うこと。 

定期漏えい検査の頻度 中圧の導管は、技省令において、定期漏えい検査の頻度が 4 年に１回以上の義務とされているところ、1 年に１回以上の頻度で実施すること。 
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4.2. 晴海地区の事業運営について 
晴海地区の水素供給事業は令和 6 年 3 月 29 日に開始され、国内初の水素パイプラインに

よる住宅・商業施設向け水素供給事例となった。30晴海地区のガス事業者に運営状況をヒア
リングしたところ、水素導管供給に関する安全性評価等委員会において評価された内容に
沿って事業運営が行われていることが確認された。 

 
 

4.3. 追加的な安全対策の技術基準への反映 
 晴海地区では、水素の特性を踏まえ、技術基準の規定や解釈例で例示された内容に加え、
追加的な安全対策を実施している（表 4.6）。これらの措置が他の事業においても必要な場
合は、標準例として解釈例を例示することが適切である。一方、晴海地区の実績のみに基づ
いて判断することは困難であり、また、晴海地区の実績については合理化の余地もあると考
えられるため、晴海水素事業以外の技術、保安措置を適用する場合は個別の評価が必要であ
る。 
 

表 4.4 追加的な安全対策 25,26  
平成 29 年度 標識シート、防護鉄板の設置、他埋設物との距離、定期漏えい検査の頻

度、非常時の対応、標識テープ、導管の埋設深さ 
平成 30 年度 他埋設物との距離、立ち入り防護措置、非常時の対応（緊急遮断方法、

圧力上昇防止装置）、定期漏えい検査の頻度、非常時の対応（水素パージ） 
 
これらの追加的な安全対策について、晴海地区のガス事業者に今後の取り扱いについてヒ
アリング調査を行った。その結果、多くの項目については、追加措置を技術基準の解釈例に
反映するのではなく、都市ガスと同等の仕様や保安措置で扱うべきかどうか議論が必要で
あるとの回答を得た。一方、非常時の対応（水素パージ）については、水素に関する技術的
な知見が得られた後で、解釈例や指針への反映を議論すべきとの回答であった。また、標識
テープや導管の埋設深さについては、道路法で規定されているため、反映は不要であるとの
回答を得た。 
これらのヒアリング結果を表 4.7 に示す。 
なお、安全性評価委員会で評価された措置の見直しを検討するものではないとの認識であ
るとのことである。 
 
 

 
30 プレスリリース 晴海地区全街区への水素供給事業の開始について, 東京ガス株式会社/
晴海エコエネルギー株式会社,令和 6 年 3 月 28 日 
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表 4.5 追加的な安全対策に対する措置に対する今後の対応 
平成 29 年度 【都市ガスと同等の基準でよいか議論が必要な措置】 

標識シート、防護鉄板の設置、他埋設物との距離、定期漏えい検査の頻
度、非常時の対応 

【道路法で規定されているため、ガス事業法での記載は必要な措置】 
標識テープ、導管の埋設深さ 

平成 30 年度 【都市ガスと同等の基準でよいか議論が必要な措置】 
他埋設物との距離、立ち入り防護措置、非常時の対応（緊急遮断方法、

圧力上昇防止装置）、定期漏えい検査の頻度 
【水素の技術的知見が得られた後、技術基準への反映を議論すべき措置】 

非常時の対応（水素パージ） 
 
 
4.4. 晴海水素事業の評価・検証まとめ 
 晴海地区の水素供給事業は、安全性評価委員会の承認を得た内容に基づき運営されてい
る。同地区では、十分な安全性を確保するため、高度な安全対策が講じられ、技術基準に適
合した追加的な保安措置が実施されている。これらの措置は、晴海地区での水素供給環境
（供給条件・周辺環境等）に合わせて安全性評価を実施したものであるため、他の事業への
展開を検討する際、過剰となる可能性も否定できない。しかし、合理的な措置を検討するに
当たっては、水素供給環境によって必要な保安措置は異なり、晴海地区一例のみの実績で安
全性が確保されたからといって、他の環境でも同様の安全性が確保されるとは限らない。そ
のため、まずは事業ごとに安全評価を行い、個別の状況を考慮した上で、技術基準体系にお
ける解釈例への反映や都市ガスと同等の措置で足りるか否かを改めて検討する必要がある。 
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5.1. 調査方法 
現行の使用前検査要領や定期自主検査要領、熱量や燃焼性の測定方法、成分検査方法につ

いては、都市ガスを念頭としたものであり、水素関連設備へ適切に対応できているかの精査
が必要である。このため、関係業界団体やメーカーに下記６件のヒアリングを行い、各種要
領や測定・検査方法について追加すべき事項がないか検証を行った。5.3.1.～5.3.5.に各ヒア
リング先の発言内容を示す。 
 

表 5.1 ヒアリング実施内容 

No. 規定内容 対象事業者 備考 

① 使用前自主検査
要領・定期自主
検査要領 

ガス事業者 A 使用前検査合格済みの水素関連の
ガス工作物所有事業者 

② 使用前自主検査
要領 

一般財団法人日本ガ
ス機器検査協会 

ガス工作物の使用前検査機関 

③ 熱量・燃焼性、 
ガス成分検査方
法 

株式会社島津製作所 都市ガスの熱量・燃焼性、ガス成
分検査の分析機器メーカー 

④ 横河電機株式会社 

⑤ ガス事業者 B 晴海地域での水素供給事業者 

⑥ ガス成分検査方
法 

ENEOS 株式会社 
/株式会社 JERA 

NEDO「競争的な水素サプライチ
ェーン構築に向けた技術開発事業
／大規模水素サプライチェーンの
構築に係る技術開発」実施事業者 
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5.2. 各種要領・検査方法について 
ガス工作物に対する保安規制として、表に示すとおり①ガス事業者が自ら行なわなけれ

ばならない責務としてガス事業者に課している場合、②の敷地境界内のガス工作物に対し
ガス事業者に対する協力責務として敷地境界内ガス工作物の所有者、占有者に課している
場合等の様態がある。 

表 5.2 ガス工作物に対する保安規制 
事業者の責務  技術基準への適合維持義務（法 21 条） 

 ガスの成分の検査義務（法 23 条） 
 保安規程の作成（変更）届出、遵守義務（法 24 条） 
 ガス主任技術者の選任（解任）届出、保安監督義務（法 25 条） 
 工事計画の事前届出（法 32 条） 
 使用前検査（法 33 条） 

自主検査及びその結果に関する登録ガス工作物検査機関の検査） 
 定期自主検査（法 34 条） 

所有者、占有者
の協力責務 

 ガス工作物の所有者又は占有者の責務（法 22 条） 

※法：ガス事業法 
 
5.2.1. 使用前自主検査要領 
 ガス工作物の使用前自主検査は、ガス事業者がガス工作物の使用を開始する前に、その
技術基準への適合性を確認するために行う検査であって、通常の一般的なガス工作物の使
用前自主検査について標準的な検査方法を定めたものが使用前自主検査要領である。 
【使用前自主検査概要】 

 対象 
工事計画の届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物であって、経済産業省令
で定めるもの。 

 使用前検査 
使用前自主検査を行い、その結果について登録ガス工作物検査機関が行う使用前検査
を受け、合格した後でなければ使用してはならない。 

 使用前自主検査の方法 
各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について合格条件に 
適合していることを確認するために十分な方法で行う。 

 合格条件 
 ①届出をした工事の計画に従って行われたものであること。 
 ②技術基準に適合するものであること。 

（ガス事業法 33 条、ガス事業法施行規則 43 条~46 条） 
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5.2.2. 定期自主検査要領 

ガス事業法におけるガス工作物の定期自主検査要領とは、ガス事業者が、ガス工作物の安
全性を確保するために、定期的に自主的に行う検査の手順や基準を定めたものである。 
高圧のガス発生設備・ガス精製設備・ガスホルダー・熱交換器・導管・整圧器・冷凍設備・
熱量調整装置に属する容器・付臭剤を収納する容器が対象。 

（ガス事業法 34 条、ガス事業法施行規則 48 条~50 条） 
 
5.2.3. 熱量・燃焼性 

使用者の安全と利益保護の観点から、供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、結果を
記録(1 年間保存)しておかなければならない。 

(ガス事業法 18 条、ガス事業法施行規則 17 条) 
 

表 5.3 熱量燃焼性の測定方法 
 

熱量 燃焼性 

測定頻度 毎日１回 

測定方法 JIS K 2301 

測定場所 製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場 

の出口 

記録の保存 １年間 

 
5.2.4. ガスの成分検査方法 

ガス事業者は供給するガスの成分のうち、人体に影響を及ぼし、又は物件に損傷を 
与える恐れのあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、
その量を記録（1 年間保存）しておかなければならない。 

（ガス事業法 23 条、ガス事業法施行規則 22 条）  
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表 5.4 ガスの成分検査方法 

検査対象成分 超えてはならない量 検査場所 検査周期 

硫黄全量 0.5 g／m
3
N 

製造所の出口及び他の者
から 
導管によりガスの供給を 
受ける事業所の出口 

毎週１回 硫化水素 0.02 g／m
3
N 

アンモニア 0.2 g／m
3
N 
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5.3. 調査結果 
5.3.1. 使用前自主検査要領・定期自主検査要領 

【ガス事業者 B】 

e-methane※（以下、e-メタン）製造実証を事業として行うにあたり、製造設備をガス工作
物として扱い、使用前自主検査要領に基づき使用前自主検査を実施し、その結果について、
登録使用前検査実施機関による使用前検査に合格しているガス工作物を所有している事業
者にヒアリングを実施した。 

ヒアリングの結果、使用前自主検査要領に定められていない設備の技術基準への適合性
は類似設備の使用前自主検査要領、技術基準・解釈例・各種 JIS 等の基準、産業保安監督部
との協議により適切な使用前自主検査を実施し、安全性を確保していることが分かった。 

なお、定期自主検査が必要なガス工作物はなかった。 
※グリーン水素などの非化石エネルギー源を原料として製造された合成メタン。 
 
 
5.3.2. 使用前自主検査要領 

【一般財団法人日本ガス機器検査協会】 

（１）概要 
 ガス工作物の使用前検査は、経済産業大臣の登録を受けた登録ガス工作物検査機関が実
施することと定められており、一般財団法人日本ガス機器検査協会（以下、JIA）も登録さ
れている。5.3.1 に示したガス工作物についても使用前検査を実施していることから、使用
前自主検査要領に規定されていないガス工作物の使用前検査について、JIA にヒアリングを
行った。 
（２）ヒアリング結果 
 ガス工作物は、ガス事業者が技術基準に適合するように維持することが義務づけられて
いる。これは、ガス工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確
保することを目的としているためである。ガス事業者は、経済産業省令で定めるガス工作物
の設置又は変更の工事（施行規則別表第一で規定する工事）を行おうとするときは、その工
事の計画を届け出るとともに、ガス事業法で定めるところにより当該ガス工作物を使用す
る前に使用前自主検査を行い、その結果について登録ガス工作物検査機関の行う使用前検
査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならないと規定されている。使
用前検査は、対象となるガス工作物が以下の 2 点に適合しているときは合格となる。 

①その工事が届出をした工事の計画に従って行われたものであること 
②技術基準に適合するものであること 

この技術基準は、平成 12 年 10 月のガス事業法改正の際に、仕様規定であった旧技術基準
は、原則として要求されている性能のみを規定する性能規定化された現行基準へと改正さ
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れた。そのことは、当該性能を実現させるための具体的な手段及び方法は、ガス工作物の設
置者であるガス事業者の自主的な判断に委ねるものとして規定しないことを意味している。
具体的な使用前自主検査の対象、方法、記録、及び判断基準は、使用前自主検査要領の検査
規程に基づき実施されており、JIA はその検査結果に基づき合否を判断するが、その際の判
断基準は通常経済産業省の内規である解釈例への適合の可否である。しかしながら、ガス事
業者が、ガス工作物の設計・製造・設置において現行の解釈例に無い新工法・新技術等を適
用している場合においては、適合の合否の判断基準が無いこととなる。そのようなケースで
は、ガス事業者は予め経済産業省の水素導管供給に関する安全性評価等委員会（晴海地区水
素供給事業はこの委員会で審議された）で性能評価を受けるか、それ以外のケースでは管轄
保安監督部と技術基準への適合について協議を行うことが一般的である。加えて、使用前自
主検査要領「はじめに」には「本規程は、通常の一般的なガス工作物の使用前検査について
作成したものであり、標準的な検査方法を定めたものである。 従って、この規程により難
い特別な場合は、十分な保安確保が達成できる技術的根拠があれば、本規程によらないこと
ができる。」との記載がある。現行の使用前自主検査は以上のような仕組みであり、5.3.1 の
実証事業で使用されるガス工作物についても使用前検査を既に実施している。その際、ガス
工作物の一部が新技術に該当するため、以降のような課題が発生したと考える。 

 使用前自主検査要領に規定されていない、水電解設備やメタネーション設備の使用前
検査を実施する必要があり、それらは産業保安監督部の見解により判定を行った。個々
の申請設備毎に管轄の産業保安監督部の見解に基づき使用前検査を実施することは、
検査品質の管理や検査の効率面で課題がある。 

 現行の技術基準は、メタンを主成分とする都市ガス（グループ１３Ａ他）を前提に規
定・運用されているのが実態であり、水素という従来の都市ガスとは異なった特性・
特徴を有するガス体エネルギーの製造・供給設備にそのまま技術基準を適用し、現行
の解釈例や自主検査要領の枠組みの中でその安全性や技術基準への適合性を判断する
ことについては、課題がある。 

今後も現行の使用前自主検査要領に定めのないガス工作物の使用前検査がすることが
想定されるが、水電解設備には、アルカリ水電解装置や固体高分子型等の種類があり、
複数のメーカーが製造をしており、技術基準で要求されている内容（材料・構造・性
能）に適合しているかの確認は、その種類・メーカーごとに適宜確認する必要がある。
水素供給の普及は国のエネルギー・環境政策であり今後の普及や展開を視野に入れる
と、使用前検査機関としては、個々の申請設備毎に管轄保安監督部の見解に基づく検査
結果に対して使用前検査を実施することは、検査品質の管理や検査の効率面で課題が顕
在化することが懸念される。 

これらの課題への対応にあっては、使用前自主検査要領は、水素・メタネーション関
連設備の特性を踏まえたものにしていく必要があり、適宜それを定めるプロセスを持つ
ことが必要である。さらに、検査対象とすべき設備の選定は、技術的な検討が必要と考
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える。 
また、技術基準はガス種によらず、安全性確保のために満足すべき性能基準が規定さ

れているものの、水素・メタネーション関連設備への適合性を確認する必要がある可能
性がある。 

 
 

5.3.3. 熱量・燃焼性、成分検査方法① 

【株式会社島津製作所・横河電機株式会社】 

（１）概要 
 熱量・燃焼性及び成分検査の測定において、既存の分析機器で対応可能かどうかを精査す
るため、都市ガスの熱量・燃焼性、ガス成分検査用分析機器メーカーである株式会社島津製
作所と横河電機株式会社にヒアリングを実施した。 
 
（２）株式会社島津製作所ヒアリング結果 
 水素ガスの組成分析は、都市ガスと同様にガスクロマトグラフ（以下、GC）を用いるこ
とによって可能であるが、都市ガス用に用いている既設の機器を使用する場合には、GC の
検出器を増やす必要があるため改造が必要となる。 

熱量及び燃焼性については、都市ガスの測定を行う場合と同様に水素ガスの組成分析を
行い、分析データを基に熱量計算で求めることが可能である。水素ガスへの変更による注
意点等もない。 

水素の製造・輸送方法によっては、不純物が混合する可能性がある。不純物の例とし
て、トルエン・アンモニア・窒素化合物等が挙げられるが、それらについても主成分が水
素で水素中の不純物を確認するということであれば GC やイオンクロマトグラフによって
測定が可能である。 
 水素の取り扱いについては安全性を気にするユーザーが多く、装置の安全な使用のため
の GC から多量の水素が流れないようにすること、及び測定室への水素検知器・水素警報
器の設置と併せて安全性の高い測定が可能である。 

 

 

（３）横河電機株式会社ヒアリング結果 

水素ガスの組成分析は、都市ガスの組成分析と同様に、自社の分析計プロセスガスクロマ
トグラフ GC8000 で対応可能である。ただし、内部に搭載する測定システムは、測定ガス
の組成と測定対象成分によって設計が変わる。測定精度（同じ測定を複数回行った時の測定
値のバラつき）は、一般仕様書に記載のとおり気体サンプルの場合は測定レンジの
±1%(2σ)を基本とするが、分析条件によって異なる。想定組成と測定濃度範囲の指定があ



 
 

59 
 

れば、具体的な測定精度を見積もることが可能である。JIS K2301（燃料ガスの発熱量測定）
や ISO6976（天然ガス）のように、ガスクロマトグラフによる各値の計算方法と使用する
物性値を指定されれば、プロセスガスクロマトグラフ GC8000 の演算機能による計算出力
は可能となる。しかし、例えば端数処理など複雑な計算方法となる場合には、外部機器やソ
フトウェアでの演算が必要になることがあり、他社による対応を要する場合がある。 

プロセスガスクロマトグラフ GC8000 は、水素ガス中の不純物濃度測定にも対応可能で
ある。測定方法は以下の通りである。 

１．一定体積の試料ガスをキャリアガスとともにカラムに注入して、混合組成から測定対
象成分を分離する。 

２．分離した成分を検出器（熱伝導度検出器 TCD/水素炎イオン化検出器 FID/炎光光度
検出器 FPD から選択）で検出する。 

３．得られたクロマトグラムから測定対象成分のピーク面積やピーク高さを求め、濃度に
換算して出力する。 

 
測定可能な不純物の種類と濃度は、組成（共存成分）によって変化する。具体的な成分種

を指定いただければ詳細を提示可能である。なお、NO や NO2 といった不安定な窒素酸化
物は測定不可である。以下に測定可能な成分の目安を示す。 

- CO/CO2（数 ppm～）、水分（数百 ppm～）その他無機ガス（数十 ppm～） 
- 芳香族やアルコール類といった炭化水素全般（数十 ppm～） 
- アンモニア（数千 ppm～） 
- 硫黄化合物（数 ppm～） 

 
 
5.3.4. 熱量・燃焼性、成分検査方法② 

【ガス事業者 B】 

（１）概要 
 晴海地区では、水素パイプラインによる住宅・商業施設向けの水素供給事業行われている。
本事業の熱量・燃焼性、成分検査方法については、令和３年度新エネルギー等の保安規制高
度化事業委託費（水素熱量測定検討調査）にて、適合性評価委員会にて下記の内容で認めら
れており、実施状況について、ガス事業者にヒアリングを行った。以下に適合性評価委員会
にて評価された内容を示す。 
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【熱量・燃焼性、成分検査の方法31】 
 国内の水素ステーションから供給される水素の品質管理については「水素品質管理の運 

用ガイドライン（HySUT-G 0001）」にて「・・・基本的には 1 回/日分析が必要とな
る。・・・カナリア成分連続分析※等による確認を行った上で蓄圧器への充填が行われるな
ど、水素ステーションの運用管理が整っていることで混入可能性が排除されていると認め
られる場合に限り、最大 1 回/年まで分析頻度を軽減できる」と定められている。 

HySUT-G 0001 は民間の自主ガイドラインであるが、水素ステーション事業者（供給
側）と燃料電池自動車メーカー（需要側）が合意して、技術基準として制定されているも
のである。ISO にも同様の目的で ISO19880-8（水素品質管理規格）が規定されている
が、内容は HySUT ガイドラインとほぼ同等である。このことよりカナリア成分分析によ
り水素品質管理ができている範囲においては、直近ルーチン分析結果を一般ガス成分分析
に読替えることができるものと評価された。従来の品質管理方法との比較を示す。 

※カナリア成分分析 

 水素精製工程（水蒸気改質＋PSA 精製による水素製造装置）で最も除去されにくく、精
製工程が不調となったときに最も早く製品中に混入しやすい不純物を指標成分（カナリア
成分）とし、その成分のみを連続分析装置を使用し濃度を監視する手法。「水素品質管理の
運用ガイドライン（HySUT-G 0001）」の附属書 A にて「改質＋PSA による水素製造装置にお
いて一酸化炭素（CO）をカナリア成分とする。」と規定。 

 
表 5.5 従来の品質管理方法との比較 31 

 
都市ガス供給 水素ステーション 

（晴海水素供給の場合） 

供給ガス製造

方法 
天然ガス等を原料とし、成分調

整して製造 
都市ガス改質で製造した水素を、 
PSA※で高純度に精製 

品質管理方法 ・告示で定める方法で 1 回/日

熱量及び燃焼性を測定 
・一般的にはガスクロにより各

ガス成分の体積分率を測定

し、計算により算出 

・1 回/年で不純物成分分析  

（ルーチン分析） 
・常時は、カナリア成分（CO）の

連続分析により不純物がないこ

とを確認 

品質管理基準 （告示）ガスの熱量及び燃焼性

の測定方法を定める件 
水素品質管理の運用ガイドライン

（HySUT-G 0001) 

 
  

 
31 令和３年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託費（水素熱量測定検討調査）報告
書,一般財団法人日本ガス機器検査協会,令和 4 年 3 月 
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※PSA 
 都市ガスから純水素を製造するシステムで、水蒸気改質反応により生成した水素を含む
改質ガスから吸着剤を用いて、水素以外のガスを除去して純水素を得る方式。圧力スイン
グ吸着方式ともいう。 
 
【付臭剤による水素ガス品質への影響】 

 都市ガス供給及び晴海水素供給における付臭剤の比較を表 5.7 に示す。 

付臭剤成分は、燃料電池セルへの影響が懸念されるため、燃料電池手前の脱臭器（活
性炭）にて除去する計画であり、提案者の社内試験にて所定の条件で脱臭措置による脱
臭が適切に行われ（図 5.3）、消費機器への影響はないことが確認されたことから、熱
量・燃焼性測定における一般ガス成分分析の対象としないことで問題ないことが示され
た。 

また、400ppm のシクロヘキセンを水素に添加した場合の熱量、燃焼性の値は表 5.8
のとおりであり、水素ガスの品質への影響は小さいと言えることから、一般の燃焼性を
議論する上でも問題ないものと思われる。 
 

表 5.6 付臭剤の比較 31 

※JISK 2301「燃料ガス及び天然ガス‐分析・試験方法」の解説に以下記載 

「4.3.3 一般成分 

ガスクロマトグラフ分析で定量される主構成成分を，この規格で一般成分と称すること
にした。通常体積分率 0.005 %以上の濃度で存在する成分である。」 

 

図 5.1 晴海水素供給の設備構成 31 

 

 
都市ガス供給 晴海水素供給の場合 

付臭剤 ターシャリーブチルメルカプタン等の 

有機硫黄化合物、他 

シクロヘキセン（C6H10） 

付臭剤濃度 10ppm（0.001％）程度 400ppm（0.04％）程度を想定 

ガス成分と
しての扱い 

ごく微量※であるため考慮されていない 燃焼性の測定において付臭剤成分
は含まない 
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表 5.7 シクロヘキセン添加による熱量、燃焼性への影響 31 

 

平成 29 年度水素導管供給システムの安全性評価事業（総合調査（水素導管供給に関する
安全性評価等調査））においては、先行して工事が開始される公道埋設部等についての安全
性等の評価を行った。その結果を踏まえ、当該事業では事業者からガス安全室に対して「水
素ステーションから供給する水素ガスの安全性等の調査」及び「付臭剤による水素ガス品質
への影響調査」に係る具体的な提案が行われたときに対応するため、当該提案に係る安全性
やガス事業法令において必要な措置等について水素熱量測定検討委員会にて審議が行われ
た。その結果、晴海地区の水素導管供給事業において、水素ステーションでの品質管理方法
（カナリア成分分析等）による水素ガス成分分析結果を、熱量及び燃焼性の測定の代替手段
として用いることの安全性、合理性について技術的に妥当であること及び熱量及び燃焼性
の測定において付臭剤成分は含まないことに問題はないとの結論に至った。 
 
（２）ヒアリング結果 
 晴海選手村地区水素導管供給事業は、令和 3 年度新エネルギー等の保安規制高度化事業
委託費（水素熱量測定検討調査）において、適合性評価委員会で認められた内容で実施され
た。この内容は、令和 6 年 3 月 11 日付号外経済産業省告示第 24 号「熱量及び燃焼性の測
定を要しない水素ガスの要件等」として発令された。これにより、都市ガスを改質して水素
製造を行い PSA にて高度に精製した水素の熱量・燃焼性、成分検査は、この告示の内容で
実施可能である。 
 
 
5.3.5. ガス成分検査方法 

【ENEOS 株式会社・株式会社 JERA】 
（１）概要 
 供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える恐れのあるも
のの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査、その量を記録（1 年間
保存）することが義務付けられている。（ガス事業法第 23 条、ガス事業法施行規則 22 条） 

水素供給における不純物があれば特定し、規制すべき物質やその測定方法を精査するた
め、競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業／大規模水素サプライチェ
ーンの構築に係る技術開発／大規模水素サプライチェーンの構築に係る水素品質に関する
研究開発の実施者である、ENEOS 株式会社及び株式会社 JERA にヒアリングを実施した。 
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 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業／大規模水素サプライチェ
ーンの構築に係る技術開発／大規模水素サプライチェーンの構築に係る水素品質に関
する研究開発事業概要 

（背景と必要性） 
･2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた解決手段して、水素を多様な産業で利用する 
ことが重要課題となっており、官民一体での水素社会の実現に向けた動きが加速している。 
･現在、石油精製･石油化学の副生水素は、一部の工業用途で利用されるも、今後、発電や製鉄 
など幅広い産業燃料等の用途への供給が求められており、MCH 由来の水素も含め、これらを

活用した大規模な CO₂フリー水素サプライチェーンの構築に取り組むことが必要となる。 
･水素供給者と水素需要家間のスムーズな水素受け渡しには、用途ごとの水素品質規格がある

と好ましく、水素消費拡大につながる。 
（実施内容） 

① 各種産業用途における水素の性状調査と水素品質の規格項目や閾値の検討＝調査を中心

とした情報収集規格検討に資する情報の整理（令和 5 年度～令和 7 年度 2Q） 
② 燃料用水素（副生水素、MCH 水素）を対象とした事業用天然ガス火力発電所（コンバ

インドサイクル）の適用への影響評価＝水素中の芳香族化合物等の発電用ガスタービン

への影響に関する実ガス評価の実施（令和 5 年度～令和 7 年度１Q） 
③ ①と②を基にした各種産業用途における水素性状の規格案と水素の品質規格体系案の構

築（令和 6 年度～令和 7 年度） 
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図 5.2 事業概要32 
（２）ヒアリング結果 

水素燃料に含まれる不純物は、その製造方法により異なり、代表的な水素製造方法にお
ける不純物を表 5.9 に示す。 
 

表 5.8 代表的な水素製造方法における不純物 

水素の種類 純度・不純物 

接触改質装置出口 純度 90% 
不純物は軽質炭化水素（C4 以下）9%、BTX※ 0.1%など 

MCH 脱水素装置出口 純度 99% 
不純物は軽質炭化水素（C4 以下）1%未満、 
BTX 0.6%（大部分がトルエン） 

水蒸気改質装置由来 純度 70~80% 

 
32 NEDO 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業資料,ENEOS 株式会
社/株式会社 JERA,2023 
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不純物は軽質炭化水素（C4 以下）、CO、CO2 など 

アンモニアクラッキング由来 不純物は未反応アンモニア、窒素など 

水電解装置由来 不純物は水、酸素など 

※BTX：ベンゼン(Benzene)、トルエン(Toluene)、混合キシレン(Mixed Xylene)の頭文字
をとった略称 
 

本事業で品質を検討している接触改質装置出口水素及び MCH 改質装置出口水素に含ま
れる不純物として、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素や硫化水素など
が挙げられた。別事業（グリーンイノベーション基金事業／大規模水素サプライチェーン
の構築／水素発電技術（混焼、専焼）の実機実証／大規模水素サプライチェーン構築に係
る水素混焼発電の技術検証）において過去に実施された検討では、これらの不純物が、燃
焼時にガム状物質や腐食性物質を生成し、機器の腐食や閉塞を引き起こす可能性があり、
ノズル部や燃料流路に飛来・蓄積した場合の事業運用への懸念が抽出されており、本事業
においても、多様な水素源活用を目指しつつも発電所の安定稼働と設備の長寿命化を図る
ための水素燃料の品質を定めることが重要とされている。なお、これらの現象はガスター
ビンだけでなく、ガスエンジン等の機器でも懸念となり、それらの機器を含めた規格値が
検討されている。 

接触改質装置出口水素及び MCH 改質装置出口水素以外の水素においても、一酸化炭素
やアンモニアのように毒性や腐食性物質が不純物として想定されており、その濃度によっ
ては管理が必要であると考えられる。また、水電解由来の水素の場合に含まれる酸素も過
去に爆発事故が起きており同様の検討が必要である。ただし、不純物の濃度は精製度合い
により異なるため、今後こういった検討結果等のデータを積み重ねた後、法令による規定
の見直しを検討する必要がある。 

水素燃料の品質規格については、ISO や欧州規格を参考に検討が進められている。しか
し、既存の規格は不純物の管理濃度が厳しすぎるため、水素燃料のコスト増加につながる
可能性もある。このため、実施事業者は各機器ごとの条件を考慮した品質規格を検討して
いる。 
水素燃料の製造方法として表 5.9 の方法を上げたが、将来的にはアンモニアクラッキング
法など、より低コストで高純度の水素を製造できる技術の導入も検討されている。水素燃
料の品質規格は、精製方法やコストにも影響を与えるため、バランスの取れた規格設定が
検討されている。 

表 5.9 に代表的な水素製造方法における不純物を上げたが、その多くがガス事業法の規
制要件に該当する可能性がある。また、本調査により水素燃料の品質規格に関する様々な
課題や論点が明らかになった。今後、不純物の管理濃度すべき濃度や精製の条件等のデー
タを積み重ね、ガス事業法での適用を検討する必要がある。 
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5.4. まとめ 
5.4.1. 使用前自主検査要領・定期自主検査要領 

 使用前自主検査要領に規定のない水素・メタネーション関連設備については、類似設備
の検査要領、ガス事業法技術基準・解釈例・各種 JIS 等の基準、産業保安監督部との協議
を参考に適切な使用前自主検査を実施し、安全性を確保する必要がある。今後、プラント
の規模やメーカーによる仕様の違いを考慮し、実績を踏まえた検査要領の検討が必要であ
る。 

また、技術基準はガス種によらず安全性確保のために満足すべき性能基準が規定されて
いるものの、水素・メタネーション関連設備への適合性の確認が必要ではないかと考えら
れる。 
 
5.4.2. 熱量・燃焼性、ガス成分検査方法 

 熱量・燃焼性及び成分検査は、既存の分析機器で測定可能であるものの、機器の改造など
の処置が必要であり、場合によっては対応できないケースがあることが判明した。成分検査
についても、現在想定されている不純物はおおむね測定可能であるが、測定難易度の高い物
質やごく低濃度の分析については注意が必要である。 

晴海地区で供給されている水素（都市ガスを改質し PSA にて高度に精製した水素）の熱
量・燃焼性、成分検査は、令和 6 年 3 月 11 日付号外経済産業省告示第 24 号「熱量及び燃
焼性の測定を要しない水素ガスの要件等」に準拠することで、ガス事業法への適合が可能
である。 

ガス成分検査の対象とすべき不純物については、水素の製造方法によってはガス事業法
の規定要件に該当する可能性がある物質が複数存在することが明らかになった。今後、不
純物の管理濃度や精製条件などのデータを蓄積し、ガス事業法への適用を検討する必要が
ある。 
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付録１．晴海地区水素導管仕様と安全性確保の考え方及び評価結果 26 

  















No. 要素 晴海選手村地区 水素導管仕様 安全性確保の考え方 評価結果項目

74
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付録２．晴海地区水素導管適合性評価結果 26 
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